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１ 基本的な事項 

（１）大田原市の過疎指定地域 

湯津上地域（旧湯津上村）及び黒羽地域（旧黒羽町）（令和３年４月１日告示） 

 

（２）大田原市の概況 

１）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概況 

①自然条件の概要 

本市は、栃木県の北東部、那須野が原の扇状地に位置し、西に日光連山、北に那

須連山を仰ぎ、東は茨城県大子町及び福島県棚倉町、西は矢板市、南はさくら市及

び那珂川町、北は那須塩原市及び那須町にそれぞれ接しています。市域は東西に約

３０km、南北に約２０km、総面積は３５４．３６㎢（栃木県の面積の約５．５％）

と広大な大地を有しています。また、本市の西部を南北に東北新幹線、ＪＲ宇都宮

線（東北本線）及び国道４号が走り、県都宇都宮市から約４０㎞、首都東京から約

１５０㎞圏にあります。 

地勢は、北西部から南部にゆるやかな傾斜を保つ平坦地であり、豊かな沃野を形

成しています。東部は、浸食谷が発達した八溝山地であり、森林地帯を形成し、そ

の西縁に沿うように河岸段丘が発達しています。八溝山系の豊富な森林に加えて、

西に箒川の清流、中央に蛇尾川のせせらぎ、東に関東の四万十川といわれる那珂川 

の３河川が流れ、恵まれた水を利用した広大で肥沃な水田が広がり一大穀倉地帯と 

なっています。市域の４割以上が森林で構成されており、田畑や河川等と合わせる

と、自然的土地利用が４分の３以上を占めています。 

気候は、内陸性気候であるため寒暖の差が比較的大きく、四季の変化に富み、恵

まれた自然環境にあります。 

４月中旬から９月上旬まで南寄りの季節風が吹き、夏は気温も高く、降水量もあ

り、蒸し暑さが続きます。冬は、「那須おろし」と呼ばれる北寄りの乾いた風が吹き、

厳しい寒さになります。雨量は、山岳地（２，０００～３，０００㎜）から平野部

（１，２００～１，５００㎜）に移るにしたがって変化し、６・７月は雷雨、９・

１０月は台風によってそれぞれ降水量が多く、これらは夏の畑作物の恵みにもなっ

ています。 

 

②歴史的条件の概要 

本市は、源平屋島の合戦の英雄で弓の名手「那須与一」ゆかりの地であり、室町

時代後期に那須家の家臣、大田原資清（おおたわらすけきよ）が大田原城を建城し、

現在の市街地の基礎がつくられ、江戸時代には大田原氏の城下町として栄えました。

旧奥州街道の宿場町としても活気にあふれ、その後物資の集散基地として商業流通

の賑わいを見せるようになり、戦後は高度経済成長期と歩調を合わせるように発展

してきました。 

後に、明治・昭和の合併を経て、平成１７年１０月１日には、湯津上村、黒羽町

と合併し、新生「大田原市」が誕生しました。 
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③社会的、経済的条件の概要 

ア 交 通 

本市の幹線道路は、南北方向に国道４号・国道２９４号、東西方向に国道 

４００号・国道４６１号がそれぞれ幹線軸を形成し、さらに市街地から近隣の

市町に延びる主要地方道等によって、良好な交通ネットワークが形成されてい

ます。 

公共交通機関は、ＪＲ宇都宮線（東北本線）野崎駅、西那須野駅及び東北新幹

線の停車駅でもある那須塩原駅から市街地を結ぶ市営バスが運行されています。

また、市営バスは、市役所を基点として市内各地域に路線をめぐらせ、民間バス

とともに市民の日常の足となっています。さらに、親園・野崎・佐久山地域、湯

津上・黒羽地域ではデマンド交通が運行されており、地域住民に活用されてい

ます。 

 

イ 産 業 

本市の産業は、令和２年度の生産額ベースで、第１次産業が３．２％、第２次

産業が５４．５％、第３次産業が４２．３％であり、栃木県全体の平均（第１次

産業１．５％）と比較して第１次産業の割合が高いことが特徴で、農業において

は、米は関東一の産出額を誇り、「関東一の米どころ」です。また、土地利用型

農業に加え、アスパラガス、にら、トマト、ねぎ、なす、いちご、梨等の園芸作

物も盛んであり、バランスがとれた経営が行われています。 

第２次産業において、野崎工業団地には、大手上場企業やそのグループ企業が

集積しており、中田原工業団地にも、大手上場企業が進出しております。 

第３次産業は、都市計画道路３・３・１号インターチェンジ通り沿線を中心に

大規模小売店が出店し、商業施設集積地を形成しています。 

本市の産業構造は、第３次産業への移行が進み、農林業における後継者不足と

担い手の高齢化が著しい状況にあります。本市における産業別就業人口は、令

和２年度時点で、第１次産業１０．６％、第２次産業３１．１％、第３次産業５

３．０％であり、栃木県全体の平均（第１次産業５．２％）と比較して第１次産

業の割合が高いことから、第１次産業における雇用の確保が喫緊の課題です。 

 

２）過疎の状況 

本市は、黒羽地域の須賀川地区（旧須賀川村）が昭和４３年に、両郷地区（旧両

郷村）が昭和４６年に振興山村に指定されました。旧黒羽町においては、山村振興

計画に基づき、交通・通信・産業基盤・生活環境整備等の振興対策が実施され、生

活環境は向上し、農林業の経営基盤の強化が図られてきました。 

平成１７年１０月１日の合併により新生「大田原市」となり、令和元年度に山村

振興計画を全面的に見直し、引き続き振興対策を実施していますが、人口減少や少

子高齢化に加え、若者や子育て世代の流出に歯止めがかからず、集落の活力低下や

農林業の担い手不足、山村地域が持つ多面的な機能の低下が課題となっています。 
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このような現状の中、黒羽地域のみならず湯津上地域においても、人口の減少傾

向は変わることなく、令和３年４月に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法が施行されたことにより、湯津上地域及び黒羽地域が過疎地域とみなされ、同

法の適用を受けることになりました。 

 

３）社会経済的発展の方向 

我が国は、成長社会から深刻な人口減少社会へ突入し、各自治体経営においては、 

経済構造や人口構造の変化、技術革新の進展、住民サービスの充実、価値観の変化

等、複雑化した社会・経済環境への対応が求められています。 

このような状況の中、地方分権社会に的確に対応し、より高度な行政サービスを

提供するため、平成１７年１０月１日に大田原市が旧湯津上村、旧黒羽町を編入合

併し、新生「大田原市」が誕生しました。合併以降、旧３市町村が進めてきた「ま

ちづくり」の方針を尊重しつつ、「新市建設計画」の考え方に基づき、持続可能で均

衡ある発展を目指してきました。 

今日、多様化する住民のニーズに応えるために、効率的・効果的な行政運営や健

全な財政運営がますます重要となっています。高い経常収支比率の改善や、自主財

源比率の確保も欠かすことのできない課題です。 

まちの将来像を描いた市総合計画では、だれもが生きがいを感じ、安全・安心な

暮らしを続けられる、活力あふれるまちづくりの実現を目指し、市民と行政とがお

互いに知恵を出し合い、連携と協働により取り組むという方向性が示されています。 

過疎指定地域である湯津上地域や黒羽地域の地域づくりにおいては、それぞれが

もつ自然・歴史・生活・文化等の地域資源や農林業、観光等を結び付けることによ

り、魅力あるまちづくりを推進することが求められています。市総合計画と整合性

を図りながら、それぞれの地域の総合的な振興を図っていく必要があります。 

特に、過疎地域を含めて、本市が将来に向けて着実に発展していくためには、深

刻な課題である少子化対策、人口減少対策、関係・交流人口増による「地域活力の

創出」、さらには関係・交流人口等の拡充を図りながら、基幹産業である農林業にお

ける担い手の高齢化や後継者不足対策をはじめとする「地域産業の活性化」等に重

点的に取り組む必要があります。 
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（３）人口及び産業の推移と動向 

１）人口の推移と動向、今後の見通し 

①過疎地域 

過疎地域の人口は、令和２年の国勢調査では１４，７５５人であり、昭和３５年

から令和２年の６０年間の人口の推移では５０．３％の減少となっています。また、

過疎地域の年齢別人口構成割合を見ると、１５歳未満の年少人口は、昭和３５年の

１１，６５１人から令和２年の１，３１９人へと８８．７％の減少となっています。

さらに、１５歳から６４歳までの生産年齢人口についても、昭和３５年の１５，９

６５人から令和２年の７，７６３人へと５１．４％の減少となっています。年齢別

で見ると全体的に人口が減少している中で、６５歳以上の老年人口の増加が顕著で

あり、昭和３５年の２，０７９人から、令和２年には５，６４６人となり、過疎地

域人口の約４割を老齢人口が占めており、少子高齢化が一段と進んでいる状況にあ

り、この傾向は今後も続くものと予測されます。 
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■過疎地域の人口の推移 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 27 年 

（2015） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

29,695 24,980 △15.9 23,859 △4.5 21,784 △8.7 17,798 △18.3 

0 歳～14 歳 11,651 5,388 △53.8 4,690 △13.0 2,461 △47.5 1,648 △33.0 

15 歳～64 歳 15,965 16,903 5.9 15,326 △9.3 13,884 △9.4 10,682 △23.1 

 うち 15 歳～29

歳（a） 
5,343 6,412 20.0 3,816 △40.5 3,645 △4.5 2,123 △41.8 

65 歳以上（b） 2,079 2,685 29.1 3,843 43.1 5,439 41.5 5,451 0.2 

（a）/総数 

若年者比率 
18.0％ 25.7％ － 16.0％ － 16.7％ － 11.9％ － 

（b）/総数 

高齢者比率 
7.0％ 10.7％ － 16.1％ － 25.0％ － 30.6％ － 

 

区分 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 

総数 
人 ％ 

14,755 △17.1 

0 歳～14 歳 1,319 △20.0 

15 歳～64 歳 7,763 △27.3 

 うち 15 歳～29

歳（a） 
1,429 △32.7 

65 歳以上（b） 5,646 3.6 

（a）/総数 

若年者比率 
9.7％ － 

（b）/総数 

高齢者比率 
38.3％ － 

資料：国勢調査 

※昭和 50年の年齢不詳は 4 人、平成 27 年の年齢不詳は 17人、令和 2年の年齢不詳は 27人 
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参考 過疎地域における地区別人口推計    

資料：大田原市の人口推計（政策推進課） 

（※年齢不詳の人口を各年齢階層別に按分して含めている。） 

湯津上地域の人口推計 

湯津上地域の人口は、平成２２年では４，７８２人と、市全体に占める割合は６．

２％でしたが、令和２７年には、２，２６６人と約５３％減少し、市全体に占める割合

も４．１％まで減少することが見込まれています。 

 

 

黒羽地域（黒羽地区）の人口推計 

黒羽地域（黒羽地区）の人口は、平成２２年では４，１７３人と、市全体に占める割

合は５．４％でしたが、令和２７年には、１，７３６人と約５８％減少し、市全体に占

める割合も３．２％まで減少することが見込まれています。 
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黒羽地域（川西地区）の人口推計 

黒羽地域（川西地区）の人口は、平成２２年では６，４０６人と、市全体に占める割

合は８．２％でしたが、令和２７年には、１，８４１人と約７１％減少し、市全体に占

める割合も３．４％まで減少することが見込まれています。 

 

 

黒羽地域（両郷地区）の人口推計 

黒羽地域（両郷地区）の人口は、平成２２年では２，３６０人と、市全体に占める

割合は、３．０％でしたが、令和２７年には、１，１６８人と約５１％減少し、市全

体に占める割合も２．１％まで減少することが見込まれています。 

 

 

 



8 

 

黒羽地域（須賀川地区）の人口推計 

黒羽地域（須賀川地区）の人口は、平成２２年では１，８９８人と、市全体に占める

割合は、２．４％でしたが、令和２７年には、５４６人と約７１％減少し、市全体に占

める割合も１．０％まで減少することが見込まれています。 

 

②本市全体 

本市の人口は、合併時の平成１７年の７９，０２３人をピークに減少の一途を辿

っており、令和２年には７２，０８７人となっています。これは、人口減少が本市

でも進行していることを示し、この傾向は今後も続く見込みです。令和２７年の推

計人口は、５４，８１４人となり、令和２年に比べ、約１７，３００人減少するこ

とが予測されます。 

年齢別人口構成割合を見ると、１５歳未満の年少人口は、昭和３５年に人口の 

３７．７％を占めていましたが、令和２年には１１．３％に減少しております。ま

た、６５歳以上の老年人口の占める割合は、昭和３５年に人口の６．４％でしたが、

令和２年には２８．８％に増加しております。 

本市の推計人口は、令和２７年の人口構成割合では、１５歳未満の年少人口は 

８．２％、６５歳以上の老年人口は４４．８％になると予測され、少子高齢化の進

行について深刻な状況にあると言えます。 
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■大田原市の人口の推移 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

平成 27 年 

（2015） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

71,806 67,312 △6.3 76,406 13.5 79,023 3.4 75,457 △4.5 

0 歳～14 歳 27,038 15,745 △41.8 16,305 3.6 10,552 △35.3 9,056 △14.2 

15 歳～64 歳 40,153 45,143 12.4 49,990 10.7 52,797 5.6 46,574 △11.8 

 うち 15 歳～29

歳（a） 
14,379 17,130 19.1 13,662 △20.2 15,876 16.2 11,711 △26.2 

65 歳以上（b） 4,615 6,424 39.2 10,111 57.4 15,674 55.0 19,827 26.5 

（a）/総数 

若年者比率 
20.0％ 25.4％ － 17.9％ － 20.1％ － 15.5％ － 

（b）/総数 

高齢者比率 
6.4％ 9.5％ － 13.2％ － 19.8％ － 26.3％ － 

 

区分 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 

総数 
人 ％ 

72,087 △4.5 

0 歳～14 歳 8,176 △9.7 

15 歳～64 歳 41,342 △11.2 

 うち 15 歳～29

歳（a） 
10,356 △11.6 

65 歳以上（b） 20,726 4.5 

（a）/総数 

若年者比率 
14.4％ － 

（b）/総数 

高齢者比率 
28.8％ － 

資料：国勢調査 

※総数に年齢不詳の数を含んでいるため、各年齢階層の合計は必ずしも総数と一致しない。 

※昭和３５年、昭和５０年、平成２年は、旧大田原市、旧湯津上村、旧黒羽町の合算値。 
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参考 本市の人口推移と将来推計 

（※年齢不詳の人口を各年齢階層別に按分して含めている。） 

 

資料：大田原市の人口推計（政策推進課） 
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２）産業構造の推移と動向 

令和２年の過疎地域の就業者数は８，１９７人であり、昭和３５年と比較して 

４０．２％の減少となっています。 

産業別で見ると、第 1 次産業の就業人口は、昭和３５年当時は、就業者総数に対

して６９．６％を占めていましたが、令和２年では１８．１％まで減少しています。

第２次産業の就業人口は、令和２年の就業人口総数に占める割合が２７．８％で、

平成２年まで増加傾向でしたが、それ以降は減少傾向にあります。また、第３次産

業の就業人口は、令和２年の就業人口総数に占める割合が４６．２％で、平成２７

年度まで増加傾向でしたが、令和２年では減少しています。 

産業別の比較で見ると、昭和５０年までは第１次産業の就業人口が最も大きな割

合を占めていましたが、平成２年は第２次産業の就業人口の割合が最も大きな割合

を占め、現在では、第３次産業の就業人口の割合が最も大きくなっています。就業

人口は、第１次産業から第２次・第３次産業へ移行しており、産業構造の変化がみ

てとれます。 

今後、若年層の都市部への流出により、第１次・第２次産業のみならず、第３次

産業就業者の高齢化も進むため、地域全体の人材不足が深刻になることが見込まれ

ます。 

■過疎地域の産業別人口の動向                    （単位：人） 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 13,710 12,726 △7.2％ 12,361 △2.9％ 10,740 △13.1％ 

第 1 次産業 

（就業人口比率） 

9,543 

（69.6％） 

5,608 

（44.1％） 
△41.2％ 

3,236 

（26.2％） 
△42.3％ 

2,271 

（21.1％） 
△29.8％ 

第 2 次産業 

（就業人口比率） 

1,399 

（10.2％） 

3,299 

（25.9％） 
135.8％ 

4,727 

（38.2％） 
43.3％ 

3,716 

（34.6％） 
△21.4％ 

第 3 次産業 

（就業人口比率） 

2,767 

（20.2％） 

3,818 

（30.0％） 
38.0％ 

4,386 

（35.5％） 
14.9％ 

4,660 

（43.4％） 
6.2％ 

 

区分 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 実数 増減率 

総数 8,939 △16.8％ 8,197 △8.3％ 

第 1 次産業 

（就業人口比率） 

1,769 

（19.8％） 
△22.1％ 

1,483 

（18.1％） 
△16.2％ 

第 2 次産業 

（就業人口比率） 

2,663 

（29.8％） 
△28.3％ 

2,280 

（27.8％） 
△14.4％ 

第 3 次産業 

（就業人口比率） 

4,266 

（47.7％） 
△8.5％ 

3,789 

（46.2％） 
△11.2％ 

資料：国勢調査  

※総数に分類不能の数を含んでいるため、合計は必ずしも総数と一致しない。 
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■大田原市の産業別人口の動向                    （単位：人） 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 33,003 34,554 4.7％ 39,863 15.4％ 39,748 △0.3％ 

第 1 次産業 

（就業人口比率） 

20,478 

（62.0％） 

12,576 

（36.4％） 
△38.6％ 

7,802 

（19.6％） 
△38.0％ 

5,584 

（14.0％） 
△28.4％ 

第 2 次産業 

（就業人口比率） 

3,871 

（11.7％） 

9,655 

（27.9％） 
149.4％ 

16,080 

（40.3％） 
66.5％ 

13,721 

（34.5％） 
△14.7％ 

第 3 次産業 

（就業人口比率） 

8,652 

（26.2％） 

12,322 

（35.7％） 
42.4％ 

15,926 

（40.0％） 
29.2％ 

19,914 

（50.1％） 
25.0％ 

 

区分 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 実数 増減率 

総数 36,811 △7.4％ 35,822 △2.7％ 

第 1 次産業 

（就業人口比率） 

4,488 

（12.2％） 
△19.6％ 

3,780 

（10.6％） 
△15.8％ 

第 2 次産業 

（就業人口比率） 

11,619 

（31.6％） 
△15.3％ 

11,123 

（31.1％） 
△4.3％ 

第 3 次産業 

（就業人口比率） 

19,214 

（52.2％） 
△3.5％ 

19,000 

（53.0％） 
△1.1％ 

資料：国勢調査 

※総数に分類不能の数を含んでいるため、合計は必ずしも総数と一致しない。 

 

（４）行財政の状況 

１）行政の状況 

平成１９年４月に地方分権改革推進法が施行されたことに伴い、地方自治体が自

らの判断と責任において行政を運営することが求められています。また、提供すべ

き行政サービスは多様化・高度化していますが、市税をはじめとする自主財源の増

加は難しいのが実情です。 

このような状況の中で、安定的な行政運営を展開するためには、財政基盤の強化

が不可欠であり、組織の再編と行政改革の実施等により、的確かつ効率的な業務遂

行が求められます。 

また、過疎地域においては、湯津上支所及び黒羽支所を地域の行政サービスの拠

点として、限られた人材や財源等の経営資源を効率的に活用し、今後も社会情勢の

変化に応じて、市民満足度の高い行政サービスを継続して提供していく必要があり

ます。 

 

２）財政の状況 

本市の財政規模は、令和６年度の普通会計歳入決算額は３５８億８，５７０万円
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９千円で平成２２年度に比べて８．０％増加しています。 

令和６年度歳入のうち、自主財源である市税は、１０９億９，１５１万６千円で、

歳入全体に占める割合は３０．６％であり、地方交付税（１８．８％）、国庫支出金

（１７．８％）、県支出金（８．６％）、地方債（３．０％）に大きく依存していま

す。また、歳入総額に占める一般財源の割合は５８．４％であります。 

令和６年度の普通会計歳出決算額は、３４１億６，０９０万９千円で、平成２２

年度に比べ９．１％増加しています。このうち投資的経費は、２５億２，１７３万

８千円で歳出総額の７．４％を占め、うち普通建設事業費は２４億７，８６４万７

千円で歳出総額の７．３％を占め、また単独事業費の占める割合は２．７％となっ

ています。 

なお、令和６年度の歳出総額に占める義務的経費の割合は５１．９％であり、令

和６年度末の地方債の借入現在高は２３４億１，０４６万８千円となっています。 

このため、令和５年１１月に「大田原市中期財政計画」を策定し、「歳入の確保」

と「歳出の抑制」に向け全庁的に取り組んできました。 

歳入確保対策として、「市税等収入の確保」「市有財産の有効活用」「受益者負担の

適正化」「税外収入の確保」を、歳出削減対策として、「人件費の抑制」「事務事業の

見直し」「市単独補助金の適正化」「公債費の抑制」「繰出金等の適正化」等、経費削

減に向けた取組を実施してきました。 

今後も、産業の活性化、生活基盤の整備等により人口維持を図り、自主財源の確

保に努めるとともに、積極的な事務の見直しによる義務的経費等の経常経費の節減

と合理化を図り、持続可能な行財政運営を行う必要があります。 
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■大田原市の財政状況 

（単位：千円、％） 

区  分 
平成 22 年度 

（2010） 

平成 27 年度 

（2015） 

令和 2 年度 

（2020） 

歳入総額Ａ 33,212,165 35,565,299 45,440,522 

一般財源 19,430,877 19,514,259 21,548,908 

国庫支出金 4,510,924 4,585,909 13,021,765 

都道府県支出金 1,857,275 2,152,715 2,771,639 

地方債 3,587,200 3,287,600 3,778,700 

－ － － － 

その他 3,814,000 6,024,816 4,319,510 

歳出総額Ｂ 31,324,964 34,287,172 44,107,933 

義務的経費 13,337,033 14,764,661 15,740,575 

投資的経費 4,375,222 4,090,335 4,854,174 

うち普通建設事業 4,333,646 3,998,988 4,401,306 

その他 13,612,709 15,432,176 23,513,184 

過疎対策事業費 － － － 

歳入歳出差引額Ｃ＝Ａ－Ｂ 1,887,201 1,278,127 1,332,589 

翌年度に繰越すべき財源Ｄ 241,927 122,567 105,500 

実質収支Ｃ－Ｄ 1,645,274 1,155,560 1,227,089 

財政力指数 0.68 0.65 0.65 

公債費負担比率 15.2 17.2 13.7 

実質公債費比率 12.6 10.0 6.4 

起債制限比率 － 10.9 － 

経常収支比率 88.9 94.6 96.4 

将来負担比率 91.6 47.4 64.9 

地方債現在高 33,125,087 31,049,051 32,380,369 

資料：栃木県市町村要覧、地方財政状況調書 

 



15 

 

３）公共施設の整備状況 

 過疎地域では、早くから人口減少、少子高齢化が進んできましたが、生活環境の

整備や産業の振興等のための諸施策を積極的に実施し、道路の改良率及び舗装率、

水道普及率の向上等に努めてまいりました。 

 今後は、これまで整備してきた様々な公共施設の老朽化に対応していく必要があ

りますが、これらの対応に当たっては、施設の設置目的、効果等を十分に検討して

いくことが重要であり、地域の特性や利便性等に配慮した計画的な整備が求められ

ます。 

 

■過疎地域の主要公共施設等の整備状況 

区分 
昭和 55 年度 

（1980） 

平成 2年度 

（1990） 

平成 12 年度 

（2000） 

市 道    

改良率（％） 29.7 51.9 63.3 

舗装率（％） 44.1 75.9 76.7 

農 道    

延長（ｍ） － － － 

耕地 1ha 当たりの延長（ｍ） － － － 

林 道    

林道延長（ｍ） 4,735 27,935 34,114 

林野 1ha 当たりの林道延長（ｍ） 0.3 2.0 2.5 

上水道普及率（％） 47.2 85.1 87.4 

水洗化率（％） － － － 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） － － － 

 

区分 
平成 22 年度 

（2010） 

令和 2年度 

（2020） 

市 道   

改良率（％） 69.4 70.5 

舗装率（％） 86.7 89.0 

農 道   

延長（ｍ） － － 

耕地 1ha 当たりの延長（ｍ） － － 

林 道   

林道延長（ｍ） 51,487 60,051 

林野 1ha 当たりの林道延長（ｍ） 3.8 － 

上水道普及率（％） 90.8 88.3 

水洗化率（％） － － 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） － － 

資料：道路現況調書、農林業センサス、公共施設状況、水道統計、公営企業決算統計 

県北健康福祉センター概要、道路台帳調書、実延長調書、道路改良・舗装現況調書、林道台帳 

※データが不明な部分は「－」としています。 
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■大田原市の主要公共施設等の整備状況 

区分 
昭和 55 年度 

（1980） 

平成 2年度 

（1990） 

平成 12 年度 

（2000） 

市 道    

改良率（％） 33.7 63.7 70.3 

舗装率（％） 62.0 82.6 88.7 

農 道    

延長（ｍ） － － － 

耕地 1ha 当たりの延長（ｍ） － － － 

林 道    

延長（ｍ） 4,735 27,935 34,364 

林野 1ha 当たりの林道延長（ｍ） 0.3 1.8 2.2 

上水道普及率（％） 58.4 80.7 90.9 

水洗化率（％） － － 48.6 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） － － 14.3 

 

区分 
平成 22 年度 

（2010） 

令和 2年度

（2020） 

市 道   

改良率（％） 73.6 74.9 

舗装率（％） 90.8 90.9 

農 道   

延長（ｍ） 132,688 139,640 

耕地 1ha 当たりの延長（ｍ）  13.0 12.7 

林 道   

延長（ｍ） 51,859 60,490 

林野 1ha 当たりの林道延長（ｍ） 3.4 4.0 

上水道普及率（％） 94.4 94.8 

水洗化率（％） 65.5 84.1 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 13.8 13.6 

資料：道路現況調書、農林業センサス、公共施設状況、水道統計、公営企業決算統計 

県北健康福祉センター概要 

※データが不明な部分は「－」としています。 

 

（５）地域の持続的発展の基本方針 

本市は、平成１７年１０月１日の合併以来、３市町村それぞれの地域が進めてきた

「まちづくり」を尊重しながら、「新市建設計画」の考え方に基づき、持続可能な均衡

ある発展を目指してきました。 

この間、成長社会から人口減少社会への転換に加え、気候変動に起因する自然災害

の頻発化・激甚化、国際情勢の影響等による物価の高騰が市民生活や地域経済に影響

を与え、また、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の進展、脱炭素・循環型
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社会実現に向けた機運の高まり、働き方改革、ダイバーシティ（多様性）等、社会の

あり方や人々の価値観、ライフスタイルが大きく変化しつつあります。 

本市では、総合計画に定める将来像の実現を目指したまちづくりを推進しており、

本計画においても、総合計画との整合性を図り、過疎地域の「持続的な地域社会の形

成」及び「地域資源等を活用した地域活力の更なる向上」と本市の「均衡ある発展」

を図るため、以下のとおり各地域の特色に配慮したまちづくりを進めます。 

 

 

◇産業振興の強化に加え、各分野における産学官の連携や未来技術の活用等によ

る新たな事業の創出を図るとともに、地域資源の発掘・活用や魅力発信による

移住・定住等を中心として地域の持続的発展を図っていくものとします。 

 

◇持続的発展のための基本的な方向・施策は以下のとおりです。 

－魅力発信の強化による知名度の向上と関係人口の創出・拡大 

－空き家・遊休施設等の有効活用 

－地域の若者・女性などが起業しやすい環境の整備 

－新事業・新産業の創出、既存産業の高付加価値化のための産学官連携等の 

マッチング 

－地域産業の競争力強化と人材確保及び担い手の育成 

－地域資源を活用した山村振興 

－八溝地域を縦貫する道路など幹線道路網の整備 

－上下水道施設、消防・防災体制等の生活環境基盤の整備 

－ライフスタイルの多様化に応じた居住環境の創出 

－結婚支援の推進及び地域における子育て支援の充実 

－地域福祉ネットワークの構築の推進 

－小さな拠点の形成等による持続可能なまちづくり 

－再生可能エネルギー等の活用促進と省エネルギーの推進 

－学校教育施設の整備と充実 

－デジタル技術の進展に対応した高度情報ネットワーク化の推進 

 

 

（６）地域の持続的発展のための基本目標 

１）人口に関する目標 

国勢調査における人口の推移を見ると、過疎地域は、平成２７年から令和２年の

５年間で１７．１％（３，０４３人）の人口減少が見られます。 

一方、市全体では、平成２７年と令和２年の人口総数を比較すると４．５％（３，

３７０人）の人口減少が見られます。 

市全体の人口減少と過疎地域の人口減少の割合を比較すると、減少割合が１０％

以上の差があり、過疎地域の人口減少が市全体の人口減少に大きく影響を及ぼして



18 

 

いるといえます。今後の人口推計においても、過疎地域の人口減少は、加速度的に

進行することが予測され、その対応が必要となります。 

本計画においては、総合計画における人口の将来フレームとして、自然動態や社

会動態が現状のまま推移した場合を想定した人口推計に基づき、令和１２年度末の

過疎地域の人口の目標を１１，５０９人とし、人口減少に歯止めをかけるため各種

事業を実施するとともに、人口が減少しても持続可能な地域づくりを進めるための

環境をソフト、ハード両面から整備してまいります。 
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【市内地域別人口の推移】 

区分 

平成 22（2010）年 

10 月 1 日 

平成 27（2015）年 

10 月 1 日 

令和 2（2020）年 

10 月 1 日 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

大田原市 
人 ％ 人 ％ 人 ％ 

77,729 － 75,457 △2.9 72,087 △4.5 

  大田原地域 58,110 － 57,659 △0.8 57,332 △0.6 

過疎地域 19,619 － 17,798 △9.3 14,755 △17.1 

湯津上地域 4,782 － 4,360 △8.8 3,960 △9.2 

黒羽地域 14,837 － 13,438 △9.4 10,795 △19.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大田原市の人口推計（政策推進課） 

※地区ごとに合計特殊出生率や標準化死亡比等を用いて推計する場合、出生数や死亡数が少ないと数値が大

幅に上下することがある。このため、地区別推計結果の合計値は市全体の推計値と一致しない。 

 

1,999 1,648 1,319 1,039 759 

12,430 
10,696 

7,775 
6,151 

5,093 
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2,407 
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11,509 
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平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和２年

（2020）

令和７年
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令和12年

（2030）

過疎地域

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65～74歳）

老年人口

（75歳以上）

過疎地域

単位：人

区分 

令和 7（2025）年 

10 月 1 日 

令和 12（2030）年 

10 月 1 日 

実数 増減率 実数 増減率 

大田原市 
人 ％ 人 ％ 

69,098 △4.1 65,820 △4.7 

  大田原地域 56,563 △1.3 55,472 △1.9 

過疎地域 13,045 △11.6 11,509 △11.8 

湯津上地域 3,613 △8.8 3,260 △9.8 

黒羽地域 9,432 △12.6 8,249 △12.5 
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２）市民意識調査に関する目標 

本市では、大田原市総合計画の見直しの際に、計画及び各施策の実効性を確保する

ため、４年に一度「市民意識調査」を実施しており、大田原市在住の１８歳以上の 

３，０００名を市内各地区の人口割で無作為に抽出し、将来のまちづくりの方向性に

ついての考えや、市政について意見や要望を調査し、市政運営の基礎資料としていま

す。 

この調査には「住み心地」を問う項目があり、「住みやすい」「どちらかと言えば住

みやすい」と回答した過疎地域の市民の割合を「住みやすさ度」とし、総合計画（後

期基本計画）策定時に実施する市民意識調査において、大田原市全体の「住みやすさ

度」と比較して過疎地域の「住みやすさ度」の差を５％以内という目標を置き、各種

事業を全体的に評価します。 

 

 

令和２年度 

（2020） 

実数 

大田原市全体の回答数 1,655 人 

「住みやすい」と回答した人 432 人 

「どちらかと言えば住みやすい」と回答した人 703 人 

住みやすさ度 68.8％ 

過疎地区の回答数 377 人 

「住みやすい」と回答した人 74 人 

「どちらかと言えば住みやすい」と回答した人 164 人 

住みやすさ度 63.1％ 

湯
津
上 

回答数 105 人 

「住みやすい」と回答した人 20 人 

「どちらかと言えば住みやすい」と回答した人 46 人 

住みやすさ度 62.9％ 

黒 

羽 

回答数 272 人 

「住みやすい」と回答した人 54 人 

「どちらかと言えば住みやすい」と回答した人 118 人 

住みやすさ度 63.2％ 

資料：市民意識調査（政策推進課） 

 

（７）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画の「１（５）地域の持続的発展の基本方針」に基づく各種事業については、 

「１（６）地域の持続的発展のための基本目標」に掲げた２つの指標により、定期的 

に評価を行い、ホームページを通して市民に、そして市議会全員協議会を通して議会

に報告します。 

また、毎年度、それぞれの事業について、進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイ

クルにより、事業の効果を検証し、必要に応じて改善を図りながら、過疎地域の「持

続可能な地域社会の形成」及び「地域資源等を活用した地域活力の更なる向上」と本
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市の「均衡ある発展」を図るため、各地域の特色に配慮したまちづくりを進めます。 

 

（８）計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５か年とします。 

 

（９）公共施設等総合管理計画との整合 

   

公共施設等の管理に関する基本的な考え方（大田原市公共施設等総合管理計画より抜粋） 

 

（１）点検・診断等の実施方針 

① 公共施設等の現状行っている保守点検や定期点検を適切に行います。 

② 公共施設マネジメントシステムで点検・診断等の実施結果を集積・蓄積することで、情報・

状況を全庁的に適時に把握します。 

③ 施設間における保全の優先度の判断を行うにあたっては、劣化診断等を実施するなどによ

り、経年による劣化状況、外的負荷（気候天候、使用特性等）による性能低下状況及び管理

状況を把握し、予防保全的な観点から検討します。 

④ 市民との連携、協力体制の拡充を図り、役割分担について見直しを進めます。 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

① 施設の重要度や劣化状況に応じて長期的な視点で優先度をつけ、自主的な調査に基づき、必

要に応じ中長期修繕計画を策定して、計画的な改修・更新を行います。 

② 施設の譲渡や指定管理委託、PPP10/PFI11 の活用などの検討を進めます。 

③ 維持管理を行っていくための財源を捻出するため、受益者負担の見直しを行います。 

④ 公共施設マネジメントシステムに維持管理や修繕に関する情報を蓄積していくことで、維持

管理上の課題を適時に把握するとともに、今後の老朽化対策や修繕計画に役立てます。 

⑤ 市民ニーズの変化に柔軟に対応していくため、用途変更が可能な施設設計を行うなどの工夫

をします。 

⑥ 新しい技術や考え方を積極的に取り入れ、省エネも考慮した維持管理・修繕・更新等を進め

ます。 

（３）安全確保の実施方針 

① 点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等について、ソフト・ハードの両面

から安全を確保します。 

② 安全の確保にあたっては、防災拠点や多数の市民が利用する施設であるかなどの視点から、

対応の優先度を検討します。 

③ 今後維持していくことが難しい施設については、市民の安全確保の観点から、早期での供用

廃止及び解体撤去等といった措置を適切に行います。 

 



22 

 

 

 

（４）耐震化の実施方針 

① 防災拠点や多数の市民が利用する施設であるかなどの視点から、対応の優先順位を検討しま

す。 

② 建築から 50 年以上経過した建物で耐震化が完了していないものの検討を進めます。 

③ 道路、橋りょう、上下水道をはじめとするインフラについて、耐震化の検討を進めます。 

（５）長寿命化の実施方針 

① 地区ごとに公共施設の耐用年数到来年度を把握し、公共施設の更新の対応時期を把握しま

す。 

② 大切に公共施設を取り扱っていくことで、少しでも長い期間、公共施設の利活用を図りま

す。 

③ 個別施設の長寿命化計画の策定を進めます。 

（６）統合や廃止の推進方針 

① 公共施設の見直しにあたっては、既存の公共施設の状況にとらわれず、今後も提供していく

べき行政サービスと公共施設との関係（当該サービスが公共施設を維持しなければ提供不可

能なものであるか、民間に代替できないかなど）及び行政サービスの水準等について十分に

留意して検討を進めます。 

② 地区ごとの人口動態や市民ニーズを踏まえた再編を進め、特に人口減少が急激に進む地区に

ついては、今後の地区コミュニティの在り方自体を踏まえた公共施設の見直しの検討を進め

ます。 

③ 公共施設等の見直しにあたっては、全市的な観点からの最適化を検討するため、人口重心を

意識して、施設規模や整備時期が類似した施設について、公共施設の類型ごとに必要な公共

施設の総量を見直し、機能の重複を解消します。 

④ 小学校などの公共施設を中核とした、公共施設の多機能集約化（１つの公共施設に複数の機

能を盛り込み、スペース効率の改善と機能間の連携性を高めること）の取組みを進めます。 

⑤ 八溝山周辺地域定住自立圏域内の自治体との広域連携も視野に入れ、広域の観点から必要な

公共施設等の保有量を検討します。 

（７）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

① ユニバーサルデザイン 7 原則である「公平性」「自由度」「単純性」「分かりやすさ」「安全

性」「省体力」「スペースの確保」を踏まえ、エレベーターや自動ドア、高さの異なる手すり

の設置、ピクトグラムを使った案内表示などを考慮した施設整備を行います。 

② 「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」（ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会,H29.2）

におけるユニバーサルデザインの街づくりの考え方を踏まえ、障害のある人、高齢者、家族

連れや重い荷物を持った人など、すべての住民がストレスなく快適に利用できる施設を目指

し、多目的トイレの設置や段差の解消、スロープの設置といったバリアフリー化を意識した

施設整備を行います。 
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本市は、平成１７年１０月に旧湯津上村、旧黒羽町と合併し、新たな一歩を踏み出

しましたが、合併前の３市町村が住民福祉の向上と地域振興のためにそれぞれ建設し

た公共施設等の整理、統合が進まず、規模や整備時期が類似した施設等を多く保有し

ている状況にあり、今後の公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっております。 

厳しい財政状況が続く中で、人口減少等により利用需要が変化していくことが予想

されるため、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新・

統廃合・長寿命化等を計画的に行い、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施

設等の最適な配置を実現することを目的として、平成２８年１１月に「大田原市公共

施設等総合管理計画」を策定したところです。また、これを受けて中長期的な施設整

備の考え方を示す「大田原市公共施設個別施設計画」を令和３年３月に策定したとこ

ろです。 

これまでも「大田原市道路維持修繕計画」「大田原市下水道長寿命化計画」「大田原

市営住宅等長寿命化計画」といったインフラや施設設備の維持に関する計画を策定し、

一部公共施設等の持続的な利用を可能にするための取組を進めておりますが、今後も

進行することが見込まれる人口減少と少子高齢化の進行、市民ニーズの多様化等によ

る施設利用の変化、合併に伴う財政的な特例の終了等により、本市の公共施設等を取

り巻く環境は、より厳しいものとなってきます。このため、公共施設等全般に関する

今後の管理運営等について、早急に対応策を検討することが急務となっています。 

本計画においては、このような現状を踏まえ、将来を見据えた自治体運営・住みよ

いまちづくりに本市の公共施設等を効率よく活用していくために、健全な財政運営と

調和を図り、最適な施設配置を実現するため策定された「大田原市公共施設等総合管

理計画」及び「大田原市公共施設個別施設計画」と整合性を図ります。 

 

 

（８）脱炭素化の推進方針 

① 公共施設の新築・改修時などには、断熱性の高い建材の利用や、太陽光発電設備を導入する 

などの ZEB 化を検討・推進し、省エネ性能向上を図ります。 

② 炭素貯蔵効果を高めるため、建築物への木材利用を促進していきます。 

（９）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

① 公共施設マネジメントシステムで、公共施設等に関する情報を全庁的に一元管理し、公会計 

管理台帳とも連携させて、地方公会計制度の財務諸類や財産に関する調書とも整合性を図る

ことで、一貫した資産データに基づくマネジメントを進めます。 

② 職員一人ひとりが、全体の最適化を意識した公共施設マネジメントの視点を持つため、研修 

会等を実施します。 

③ これまでも民間活力の活用を意図した指定管理者制度の積極的な導入を進めてきましたが、 

さらなる導入を進めます。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（１）現況と問題点 

１）移住・定住 

移住・定住を促進するに当たっては、本市の地域資源を最大限に活用し、様々な

プロモーションの活用等による情報発信を行うとともに、雇用や住居、子育て等、

様々な分野において環境の整備を進めることが必要です。合わせて、移住した「定

住人口」や観光に来た「交流人口」でもなく、市内の地域や地域の方々と多様に関

わる「関係人口」を創出していくことが必要です。 

 

２）地域間交流 

本市の豊かな自然や食等、魅力ある地域資源を生かした体験型・着地型観光の取 

組として、農家民泊、農業体験といったグリーン・ツーリズム事業を推進しており

ますが、今後、更なる取組の強化が必要です。 

また、友好親善都市である岡山県井原市とは、小学生の交流事業をはじめ、特産

品の相互販売やイベント参加等による交流を図っています。今後は、市民間レベル

での交流を積極的に推進するとともに、友好親善都市以外の本市と関係の深い都市

等との新たな交流の推進が、関係人口等の創出に必要です。 

 

３）人材育成 

人口減少及び高齢化による地域の人材不足は、過疎地域ほど進行が著しく、地域

における人材の確保は喫緊の課題となっています。 

そのような地域における地域活性化及び定住促進を目的として、都市住民等の外

部人材を地域社会の新たな担い手として受け入れることで、地域力の維持・強化を

図る「地域おこし協力隊制度」を導入し、平成２７年６月から隊員を任用し、地域

住民とともに地域づくりに従事しています。 

 

（２）その対策 

１）移住・定住 

○本市と周辺地域の魅力・暮らしやすさを積極的かつ効果的に情報発信するととも

に、移住定住に関する相談窓口を設置し、受入体制を充実することで、都市部か

らの移住・定住促進を図ります。 

○空き家等情報バンク制度の活用を推進し、市内に所在する空き家を有効活用する

ことで、定住等の促進による都市の住民との地域間交流の拡大及び人口の増加を

図ります。 

 

２）地域間交流 

○移住・定住にもつながるグリーン・ツーリズム事業の更なる推進に努めるととも

に本市の魅力ある地域資源を活用した都市部との交流を促進します。 

○友好親善都市をはじめとした関係都市と連携し、市民を巻き込んだ相互交流事業
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を継続することで地域間交流の促進を図るとともに、農林業・観光・スポーツ施

策と連携した交流を通して、都市部から農山村への定住促進に努めます。 

 

３）人材育成 

〇地域において、自助・共助の精神により、地域住民が地域の課題解決に積極的に

取り組むことができる環境を整備することで、持続可能な地域づくりを進めます。 

○地域おこし協力隊や外部人材を積極的に活用することで、地域活性化を推進する 

とともに、新たな地域の担い手の確保・育成に努めます。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

移住・定住・地

域間交流の促

進、人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

 

 

空き家対策事業 

[事業内容] 

・空き家等情報バンクの活用 

・空き家改修費補助 

[事業の必要性] 

定住等の促進を図るため。 

[事業効果] 

市内に所在する空き家を有効活用する

ことで、都市の住民との地域間交流に

つながる。 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住支援事業 

[事業内容] 

・相談窓口の設置 

・移住支援金の交付 

[事業の必要性] 

市内への移住・定住の促進を図るため。 

[事業効果] 

移住・定住の促進及び中小企業等にお

ける人材不足の解消につながる。 

市  
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結婚支援事業 

[事業内容] 

・婚活マスター養成講座の実施 

・独身男女のコミュニケーション能力

アップ講座等の実施 

[事業の必要性] 

未婚化及び晩婚化に歯止めをかけ、人

口増加を図るため。 

[事業効果] 

人口増加や地域活性化が図られる。 

市  

人材育成 地域おこし協力隊事業 

[事業内容] 

地域振興活動に主体的に取り組むこと

のできる人材を、地域おこし協力隊と

して任用する。 

[事業の必要性] 

地域力の維持・強化を図るため。 

[事業効果] 

都市住民等の外部人材を地域社会の新

たな担い手として受け入れることで地

域の活性化につながる。 

市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合計画において、該当する施設はありませんが、公共施設等総合管理

計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図りながら、過疎対策に必

要となる事業を適切に実施します。 
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３ 産業の振興 

（１）現況と問題点 

１）農林業の振興 

①農業 

過疎地域において、農業については、農家数、経営耕地面積ともに減少傾向にあ

ります。令和２年の農家数は１，３４０戸で、昭和３５年と比較すると１，９３８

戸減少し、ピーク時の半数以下になっています。 

経営耕地面積は、全体で３，２７１ha となり、那珂川水系に接続する平坦な水田

地帯を抱える湯津上地域東部地区や平坦で優良な農地が多い同地域西南地区は、米

麦の生産が盛んです。 

畑の主な作物には、トマト、ねぎ、なす、茶等があり、施設園芸としては、いち

ご、アスパラガス、にらの栽培も行われており、それぞれブランド化が図られてい

ます。 

また、樹園地は、梨、ぶどう等が栽培されており、国道２９４号沿線では既存の

果樹園の集約化や水田の畑地利用が進んでいます。 

なお、農家数が減る中で農家１戸当たりの経営耕地面積は、昭和３５年の１．２

３ha から令和２年の２．４４ha まで増加しています。 

畜産においては、肉用牛や乳用牛等を飼育していますが、本市全体でも平成２７

年と比較して令和２年には肉用牛の畜産農家が１１戸減の１３１戸、乳用牛の畜産

農家が１８戸減の６３戸と年々減少傾向を示しています。一方、畜産環境において

は、ふん尿の適正処理と堆肥の農作物への利用の推進により、資源循環型農業が進

みつつあります。 

本市は、農畜産業のこのような状況に対して、農作物の付加価値を高めるために、

加工品や直売等を進めてきましたが、農家の高齢化や担い手不足から、農地の荒廃

や生産力の低下が問題となっており、農地を管理する団体や集落営農組織の法人化

が必要不可欠となっています。 

また、野生鳥獣による農作物の被害が年々深刻化しているとともに、鳥獣被害対

策実施隊や猟友会の高齢化等も進行していることから、新たな捕獲体制の確立と合

わせて、被害軽減対策の仕組みづくりが課題となっています。 
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■過疎地域の農家数の推移 

（単位：戸） 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

農家数 3,278 2,985 △8.9％ 2,331 △21.9％ 1,907 △18.2％ 

専業農家 2,021 342 △83.1％ 284 △17.0％ 274 △3.5％ 

第１種兼業農家 672 1,198 78.3％ 272 △77.3％ 333 22.4％ 

第２種兼業農家 585 1,445 147.0％ 1,775 22.8％ 1,300 △26.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス 

 

■過疎地域の経営耕地面積の推移 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

経営耕地面積（ha） 4,018 4,353 8.3％ 4,085 △6.2％ 3,711 △9.2％ 

   田     （ha） 2,581 3,528 36.7％ 3,492 △1.0％ 3,241 △7.2％ 

   畑     （ha） 1,421 698 △50.9％ 454 △35.0％ 364 △19.8％ 

樹園地   （ha） 16 127 693.8％ 139 9.4％ 106 △23.7％ 

農家一戸当たり 

経営耕地面積 （a） 
123 146 18.7％ 175 19.9％ 195 11.4％ 

 

区分 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 実数 増減率 

経営耕地面積（ha） 3,420 △7.8％ 3,271 △4.4％ 

   田     （ha） 2,991 △7.7％ － － 

   畑     （ha） 315 △13.5％ － － 

樹園地   （ha） 114 7.5％ － － 

農家一戸当たり 

経営耕地面積 （a） 
222 13.8％ 244 9.9％ 

資料：農林業センサス 

 

区分 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 実数 増減率 

農家数 1,542 △19.1％ 1,340 △13.1％ 

専業農家 366 33.6％ － － 

第１種兼業農家 217 △34.8％ － － 

第２種兼業農家 959 △26.2％ － － 
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■大田原市の農家数の推移 

（単位：戸） 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

農家数 7,293 6,563 △10.0％ 5,259 △19.9％ 4,257 △19.1％ 

専業農家 4,433 712 △83.9％ 705 △1.0％ 649 △7.9％ 

第１種兼業農家 1,548 2,817 82.0％ 1,134 △59.7％ 1,003 △11.6％ 

第２種兼業農家 1,312 3,034 131.3％ 3,420 12.7％ 2,605 △23.8％ 

 

区分 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 実数 増減率 

農家数 3.454 △18.9％ 2,991 △13.4％ 

専業農家 835 28.7％ － － 

第１種兼業農家 581 △42.1％ － － 

第２種兼業農家 2,038 △21.8％ － － 

資料：農林業センサス 

 

■大田原市の経営耕地面積の推移 

区分 

昭和 35 年 

（1960） 

昭和 50 年 

（1975） 

平成 2 年 

（1990） 

平成 17 年 

（2005） 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

経営耕地面積（ha） 10,161 11,578 13.9％ 11,184 △3.4％ 10,361 △7.4％ 

   田     （ha） 6,954 10,239 47.2％ 10,143 △0.9％ 9,554 △5.8％ 

   畑     （ha） 3,163 1,125 △64.4％ 835 △25.8％ 660 △21.0％ 

樹園地   （ha） 44 214 386.4％ 206 △3.7％ 147 △28.6％ 

農家一戸当たり 

経営耕地面積 （a） 
139 176 26.6％ 213 21.0％ 243 14.1％ 

 

区分 

平成 27 年 

（2015） 

令和 2 年 

（2020） 

実数 増減率 実数 増減率 

経営耕地面積（ha） 9,776 △5.6％ 9,352 △4.3％ 

   田     （ha） 8,963 △6.2％ － － 

   畑     （ha） 634 △3.9％ － － 

樹園地   （ha） 179 21.8％ － － 

農家一戸当たり 

経営耕地面積 （a） 
283 16.5％ 313 10.6％ 

資料：農林業センサス 
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②林業 

本地域には７７２戸の林家があり、市内全域の林家保有林５，８３６ha のうち約

８３．６％に当たる４，８８１ha を保有していますが、ほとんどの経営体が小規模

（保有森林面積１０ha 未満）で、農業との複合や他産業に従事しています。 

林業においては、木材輸入の増加による国産材価格の低迷や、林業労働力の減少・

高齢化に伴う労働賃金の高騰等が影響し、森林の更新が停滞しております。しかし

ながら、近年、海外での木材需要の増大、世界的なコンテナ不足に伴う運送コスト

の増大等の影響、また輸入木材についての不安感が広がったため、国産材の需要が

高まりつつあり、皆伐や再造林が進んできています。 

このような状況の中、森林の有する公益的機能の増進等を踏まえ、森林の更新を

促進し、また森林に対する住民の意識・価値観の多様化に対応することが課題とな

っています。 

  

■林家の推移 

（単位：戸）   

年次 H12 H17 H22 H27 R2 

林家数 1,194 1,174 1,195 1,162 1,066 

 大田原地域 349 352 362 328 294 

過疎地域 計 845 822 833 834 772 

湯津上地域 69 78 79 68 61 

黒 羽 地 域 776 744 754 766 711 

資料：農林業センサス 

 

■木材価格の動向 

（単位：円/㎥）   

年次 H12 H17 H22 H27 R2 

すぎ（中丸太） 17,200 12,400 11,800 12,700 12,700 

ひのき（中丸太） 40,200 25,500 21,600 17,600 17,200 

資料：農林業センサス 

 

  ２）商工業の振興 

①地場産業振興 

湯津上地域では、地区全体の６０％を占める優良農地を基盤とした農業が基幹産

業であり、米を中心に、梨、アスパラガス、にら、トマト等の農産物が特産品とし

て挙げられ、酪農も盛んとなっています。 

黒羽地域では、優良農地が多い川西地区（平場地域）は、米を中心に、梨、いち

ご等が特産品として挙げられ、畜産も盛んとなっています。また、中山間地域の黒

羽・両郷・須賀川地区は、米、トマト、そば、黒羽茶、栃木三鷹とうがらし等の農

産物、日本酒、鮎の加工食品のほか、伝統工芸品である黒羽藍染、八溝材等が特産
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品としてあげられます。 

本市では、自然豊かな環境の元で生産又は加工製造される優れた特産品を広く情

報発信することにより、市の知名度向上と産業の振興、地域活性化を目的とした「大

田原ブランド認定制度」を実施しています。今後は、販路の拡大や更なる６次産業

化を図っていく必要があります。 

 

②企業誘致 

本市では、企業誘致条例を制定し、優良企業の誘致活動を進めています。市内の

工業団地は、野崎工業団地、野崎第二工業団地、中田原工業団地及び品川台工業団

地の４箇所があり、積極的な企業誘致を行ってきました。首都圏より１５０㎞内に

あり、自然災害が少なく地震に強い地盤と調和のとれた自然環境、豊富な工業用水

等の立地環境を生かし、田園工業都市として発展しています。 

過疎地域においては、品川台工業団地が湯津上地域に位置する工業団地で、誘致

企業は１１社あり、平成２９年には全区画が完売となりました。また、黒羽地域に

おいても、８社の誘致企業が操業しています。 

今後は、産業立地の促進及び市民の雇用機会の拡大を図るため、立地企業の競争

力強化に向けた取組への支援と、立地企業が操業しやすい周辺環境の整備を図るこ

とが必要です。 

 

③起業の促進 

今般、ＩＣＴ（情報通信技術）が飛躍的に向上したことにより、イベントに関す

る情報等を迅速に全国発信することが可能となっています。また、各農家がインタ

ーネットを活用し、全国の都市消費者と直接取引をする形態も見受けられ、他方で

は通信ネットワークを活用した在宅勤務も普及してきました。 

本地域においては、すでに多くの地場産品が開発及び生産され、特に、米、にら、

トマト、ねぎ、なす、茶、唐辛子、梨、いちご、酒等は、それぞれ知名度があり、

市場販売のみならず、ふるさと納税の返礼品としても都市住民に人気があります。 

今後も引き続き、都市住民へのＰＲや道の駅等での観光客への売込みを強化する

ことで、さらなる事業拡大が可能な分野と考えられます。 

一方、高齢化が著しい中、本地域における若年世代の流出、人口減少を食い止め

るためには、新産業の創出や既存産業の高付加価値化を行い、働く場を創出すると

ともに所得を増加することが不可欠となっています。これまでの取組の成果を踏ま

え、既存事業の新たな展開を支援するとともに、若い世代の「移住定住」の動きに

も着目し、そうした世代の起業を支援する「仕事づくり」の仕組みを整備していく

必要があります。 
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④商業振興 

本市の商業は、市道南大通り線沿線に郊外型大規模小売店舗や飲食店の進出が著

しく、その一方で大田原地域の中心市街地では、商店経営者の高齢化や後継者不足

等から商業機能の空洞化が進行しています。 

このような状況は、過疎地域も同様であり、特に当地域の飲食料小売業、燃料小

売業、衣服小売業等は、常時従業員規模が２人以下の零細商店が多く、空き店舗が

増加しています。さらに、高齢化により交通弱者が多い本地域では、住民の生活に

も影響を及ぼしています。 

過疎地域の商業振興のために、商工団体等との更なる連携を図るとともに、経営

者相互の連携による魅力ある充実した商業サービスの促進を図る必要があります。 

また、空き店舗の利活用を促進する等により魅力ある商店街の再形成が課題とな

っています。 

 

  ３）情報通信産業の振興 

本地域においては、光回線によるインターネットアクセス網の整備により、高速

インターネットが利用できる環境を整えました。 

今後は、民間事業者が持つ高度な技術やノウハウを取り入れ、各種産業において

ＩＣＴ（情報通信技術）やＩоＴ（Internet of Things：モノのインターネット）

を活用する必要があります。 

 

４）観光の振興 

本地域は、豊かな自然に恵まれ、四季折々の様々な風景を堪能できる「水と緑の

拠点」と市総合計画で位置づけられており、また歴史的建造物や史跡も多く、地域

における伝統を受け継ぐ祭事も多数開催されています。 

湯津上地域は、笠石神社に祀られている国宝「那須国造碑」や日本一美しいとさ

れる「下侍塚古墳」等、多くの史跡が残っていることから、「歴史と古墳の里ゆづか

み」と称されています。また、日本でも珍しい淡水魚の水族館「なかがわ水遊園」

や自然に囲まれた滞在型施設も整備されており、観光資源として活用されています。 

黒羽地域は、俳聖松尾芭蕉が、奥の細道を旅した際に最も長く滞在したことから、

「芭蕉の里くろばね」と称されています。黒羽城址公園周辺や雲巌寺等には句碑が

残り、記録や資料を展示している「芭蕉の館」も整備されています。さらに、この

地域には、清流那珂川の風物詩「観光やな」、日帰り温泉「五峰の湯」、富士山や田

園風景等を楽しむことができる「御亭山（こてやさん）」をはじめとして、観光・レ

クリエーション施設も多数存在します。 

今後は、観光の拠点施設となる道の駅「那須与一の郷」や市観光協会と連携し、

自然を生かした多くの観光資源やレクリエーション施設等のネットワークを強化し、

合わせて地域の特産品を生かした味覚体験、自然体験、農業体験等の周遊プログラ

ムの開発等により満足度アップとリピーターの増加に努める必要があります。 
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（２）その対策 

１）農林業の振興 

   ①農業 

○中山間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金を活用することにより

農地の荒廃を防止します。 

○生産コストの低減及び維持管理が容易となるよう、農地の大区画化、農業水利

施設・農道等の農業生産基盤の整備を進めます。 

○選果場利用やスマート農業技術の導入による農作業の省力化を推進します。 

○地域計画の話し合いを通して、将来の地域における農業の在り方を明確化し、

新たな担い手（中心経営体）を育成しながら、農地の集積・集約化による農作業

の効率化を進めます。 

○地域の実情に応じた先端技術及び機械の導入を推進することにより、農産物の

高品質化を図るとともに、収益性の高い農業経営基盤を確立します。 

○新たな特産品の開発や高付加価値化を促進し、観光関連産業との連携により体

験農園、観光農園等を通して都市交流を図ります。 

○畜産業については、畜産環境整備を図り、また乳製品等の付加価値を高め、良

質な肉用牛の生産向上を目指します。 

○有害鳥獣被害を防ぐため、市鳥獣被害対策実施隊や猟友会の捕獲体制の強化を

図るとともに、担い手の育成及び、防護柵設置等の被害防止対策の支援を進め

ます。 

 

②林業 

○森林整備の充実のために、人工林の間伐主体から皆伐の本格導入による循環型

林業を推進するとともに、林道整備の推進や林業の担い手の育成、森林施業の

集約化等により、低コスト林業の基盤づくりを進めます。 

○地域住民や森林ボランティアによる森林整備活動の支援を継続的に実施します。 

○地元木材の需要拡大に努めるとともに、木材品質の向上を進め、産材の安定供

給と利用拡大を図ります。 

 

  ２）商工業の振興 

①地場産業振興 

○「大田原ブランド認定制度」を活用し、本市の優れた特産品を市内外に広く発

信することにより、本市の農産物、特産品及び安全で住みよい環境等を総合的

にアピールし、地場産業の振興を図ります。 

○安全・安心な農産物の生産を推奨し、加工品等の商品開発・ブランド化を支援

することで、６次産業化の促進を図ります。 

 

②企業誘致 

○企業誘致に当たっては、暮らしやすい生活環境・自然災害が少なく調和のとれ
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た自然環境をＰＲし、新たな雇用を創出することが必要です。立地企業の操業

環境を向上させるため、道路等の周辺環境の整備を推進します。 

○企業の動向を把握し、立地支援策の説明・ＰＲや現地説明会等の誘致活動を積

極的に行う等、企業誘致を促進します。 

 

③起業の促進 

○活力ある産業の振興を図るためには、企業の中核を担う人材を育成するととも

に、新たなビジネスや高度な技術開発に挑戦しようとする人を支援することが

必要です。関係団体との連携のもと、創業支援資金等の融資制度の活用を促進

し、創業支援の充実を図るとともに、雇用の創出に努めます。 

 

④商業振興 

○空き店舗の利活用の促進や商工団体等の連携及び支援強化等により、商業基盤

の安定化・活性化を図ります。  

 

３）情報通信産業の振興 

○本地域の基幹産業である農林業をはじめとした各産業が新たな技術を活用でき

る環境づくりに努めます。 

 

４）観光の振興 

○本地域の魅力ある地域資源を観光コンテンツとして活用し、国内外からの誘客

を推進する取組を強化するとともに、八溝山周辺地域定住自立圏及び那須地域

定住自立圏構成市町の連携により、市の枠を越えた観光プログラムの開発と観

光情報の発信を目指します。 

○移住定住にもつながるグリーン・ツーリズムの推進を図るほか、中山間地域に

残る美しい風景や懐かしい木造校舎をフィルムコミッションに登録し、地域間

交流促進や交流人口の拡大を図ることで、観光産業の強化に努めます。 
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（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

産業の振興 (1)基盤整備 

農業 

 

 

農地耕作条件改善事業 

・樋門改修工事（片府田６地区） 

・排水路工事（片府田７地区） 

 

土地改

良区 

 

湯津上土地

改良区 

県単独農業農村整備事業 

・揚水機更新工事（川西西部地区） 

土地改

良区 

黒羽土地改

良区 

県営圃場整備事業 

・高野・上ノ原地区（佐良土地区） 
県・市 

 

(9)観光又はレク 

リエーション 

 

レストラン牧場 改修事業 市  

水遊園直売所 改修事業 市  

五峰の湯 改修事業 市  

やすらぎの湯 改修事業 市  

公園改修事業 市  

(10)過疎地域持続

的発展特別事業 

第１次産業 

 

 

 

県単独農業農村整備事業費補助金 

[事業内容] 

土地改良区等が行う農業生産基盤整備 

や地域資源保全に係る整備等に対して 

交付する補助金 

[事業の必要性] 

農業農村の持続的な発展を図るため。 

[事業効果] 

農村環境、農業用施設管理、地域資源

保全に係る整備等を支援することによ

り、農業農村の活性化が図られる。 

 

市 

 

園芸拡大支援事業費補助金 

[事業内容] 

園芸用パイプハウス整備事業に対して

交付する補助金 

[事業の必要性] 

園芸の振興を図るため。 

[事業効果] 

新たな産地づくりに向けた取組を支援

することにより、過疎地域の園芸作物

の生産拡大につながる。 

市  
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中山間密着作物振興事業費補助金 

[事業内容] 

種子・苗代の購入費用等の一部補助 

[事業の必要性] 

地域農業資源を有効に生かし、生産・

加工・販売を通した地域活性化を図る

ため。 

[事業効果] 

中山間地域において地域活性化が図ら

れるともに、農地の有効活用による耕

作放棄の防止につながる。 

市  

畜産担い手育成総合整備事業費補助金 

[事業内容] 

飼料畑や草地の整備造成、畜産施設等

の整備に係る事業費の補助 

[事業の必要性] 

効率的で安定的な畜産経営体を育成す

るため。 

[事業効果] 

飼料基盤の造成・整備、農業用施設整

備等を行うことにより、畜産主産地の

形成が図られる。 

市  

中山間地域等直接支払交付金 

[事業内容] 

農業の生産条件が不利な地域における

農業生産活動を継続するために支援を

行う。 

[事業の必要性] 

遊休農地の発生防止及び多面的機能の

確保のため。 

[事業効果] 

中山間地域の農業生産の維持・発展や

地域活性化につながる。 

市  

環境保全型農業直接支援対策事業 

[事業内容] 

環境保全に効果の高い営農活動に取り

組む農業者団体に対して補助金を交付

する。 

[事業の必要性] 

環境保全を重視した農業生産への転換

を促進するため。 

[事業効果] 

環境保全型農業が推進されることによ 

り、地球温暖化防止や生物多様性保全

につながる。 

市  
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多面的機能支払交付金 

[事業内容] 

地域ぐるみの共同活動・向上活動に対

する指導・助言及び交付金の交付を行

う。 

[事業の必要性] 

農業・農村の有する多面的機能の維持・

増進を図るため。 

[事業効果] 

農地・農業用水等の資源や農村環境の

保全と質的向上につながる。 

市  

森林山村多面的機能発揮対策事業 

[事業内容] 

地域住民等による森林の手入れ等の共

同活動への支援を行う。 

[事業の必要性] 

適切な森林整備や計画的な森林資源の

利用を図るため。 

[事業効果] 

里山林景観を維持・保全するための活

動を支援することにより、森林の有す

る多面的機能の発揮につながる。 

市  

有害鳥獣被害対策事業 

[事業内容] 

野生鳥獣による農作物への被害対策と

しての防除、駆除活動及び支援を行う。 

[事業の必要性] 

野生鳥獣による農作物への被害対策の

ため。 

[事業効果] 

有害鳥獣捕獲や農地への防護柵設置に

より、農作物被害の減少につながる。 

市  

農業経営継承・発展支援事業費補助金 

[事業内容] 

地域農業の担い手から経営を継承した

後継者による経営発展に向けた取組を

支援する補助金 

[事業の必要性] 

将来にわたって地域の農地利用等を担

う経営体を確保するため。 

[事業効果] 

農業担い手の確保及び農業経営の発展

につながる。 

市  
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新規就農支援事業 

[事業内容] 

次世代を担う農業者となることを志向

する者に対し、就農直後の経営確立を

支援する資金を交付する。 

[事業の必要性] 

新規就農者に対する地域のサポート体

制の充実強化を図るため。 

[事業効果] 

新規就農者の早期の自立と経営発展に

つながる。 

市  

湯津上土地改良区補助金 

[事業内容] 

土地改良区に交付する補助金 

[事業の必要性] 

土地改良区の円滑な運営のため。 

[事業効果] 

農地や農道の整備、農業用水利施設の

維持管理等が適切に実施される。 

市  

黒羽土地改良区補助金 

[事業内容] 

土地改良区に交付する補助金 

[事業の必要性] 

土地改良区の円滑な運営のため。 

[事業効果] 

農地や農道の整備、農業用水利施設の

維持管理等が適切に実施される。 

市  

商工業・６次産

業化 

湯津上商工会補助金 

[事業内容] 

商工会に交付する補助金 

[事業の必要性] 

商工会の円滑な運営のため。 

[事業効果] 

商工業の振興及び活性化につながる。 

市  

黒羽商工会補助金 

[事業内容] 

商工会に交付する補助金 

[事業の必要性] 

商工会の円滑な運営のため。 

[事業効果] 

商工業の振興及び活性化につながる。 

市  
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起業再出発支援事業補助金 

[事業内容] 

新たに空き店舗に出店する方等を支援

するため交付する補助金 

[事業の必要性] 

中小企業者及び小規模企業者の振興を

図るため。 

[事業効果] 

新たな店舗の出店により、商業の活性

化及び地域の振興につながる。 

市  

観 光 ポッポ農園管理事業 

[事業内容] 

施設の管理運営を指定管理者に委託す

る。 

[事業の必要性] 

交流人口及び関係人口の増加を図るた

め。 

[事業効果] 

利用者の利便性及び満足度の向上を図

ることにより、交流人口及び関係人口

の増加につながる。 

市  

企業誘致 大田原市企業誘致条例に基づく奨励金 

[事業内容] 

市内に事業所を新設、又は増設する事

業者に対して交付する奨励金 

[事業の必要性] 

市内への企業立地を促進するため。 

[事業効果] 

新たな企業の立地により、産業の振興

が図られる。 

市  

 その他 地籍調査事業 

[事業内容] 

一筆ごとの土地の所有者、地番、地目

を調査し、境界の位置と面積の測定を

行う。 

[事業の必要性] 

境界トラブルの防止や災害復旧の迅速

化のため。 

[事業効果] 

地図が明確になることにより、土地に

関するトラブルを未然に防止するとと

もに、他事業の円滑化、災害復旧の迅

速化等、将来にわたって市民が安心し

て暮らすことができる環境が整備され

る。 

市  

(11)その他 黒羽城址公園周辺整備事業 市  
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（４）産業振興促進事項 

１）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

湯津上地域全域 

黒羽地域全域 

製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～令和１３年

３月３１日 

 

 

２）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

各分野における「（２）その対策」及び「（３）計画」のほか、「過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法」に基づく税制優遇措置の活用の推進及び周辺市町

との連携に努めます。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○レクリエーション施設・観光施設 

レクリエーション・観光・温泉施設は、利用者の安全を考慮し、適宜対応する必要

があります。 

一方、利用者数の少ない施設については、利用されていない原因を調査し、施設本

体に起因している場合は、今後のあり方について検討していきます。 
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４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 

インターネット等のＩＣＴ（情報通信技術）とその利用環境は、世界中で日々進歩

しています。スマートフォンやタブレット端末等の情報機器の発達・普及に伴い、Ｓ

ＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）等コミュニケーション手段も多様化し、社

会・経済活動や人々の暮らしに大きな変化をもたらしています。 

ＩＣＴは、生活に欠かせないものとなっており、マイナンバー制度の運用開始から

約１０年が経過する等、市民生活に関わるＩＣＴ環境は、今後も変化していくことが

予想され、こうした社会環境の変化に迅速かつ的確に対応していくことが求められま

す。特に、都市部から離れた過疎地域においては、ＩＣＴの活用により、生活環境の

利便性を向上させ、可能な限り、都市部と同等のサービスが受けられるような環境整

備が必要となります。 

一方で、情報通信機器の使い方や活用において、若者と高齢者の世代間格差、プラ

イバシーや情報セキュリティの確保等の課題が発生しており、地域における情報化を

推進するにあたって、その対応も併せて取り組むべき事項となります。 

本市においては、都市部からの移住・定住促進に向けたプロモーションや学校教育

における校務・授業、市政や災害等に関する市民への情報提供等においてＩＣＴを活

用し、市民サービスの向上や自治体経営の効率化を図っておりますが、その際には、

個人情報の保護をどう確保するかということも重要な課題となります。 

 

（２）その対策 

本市では、情報化施策を展開するうえで必要となる市有施設間の高速通信網や Wi-

Fi 等の環境整備を進めてきました。また、地域の情報格差に向け、移動通信用鉄塔施

設の整備や光回線によるインターネットアクセス網の整備等も進め、それらを有効に

活用し、市民サービスの向上や地域の活性化の推進に取り組んできました。 

今後も、セキュリティとプライバシーに配慮しながらＩＣＴを有効に活用し、市民

にとって必要な情報発信の強化及びインターネット利活用促進による市民サービス

の向上を図ります。また、地域の課題解決を図る担い手となるデジタル人材の育成・

確保、デジタルデバイド解消のための取組についても、国、県、市、民間企業等が連

携して進めてまいります。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

地域における情

報化 

(3)その他  

 

 

地域イントラネット事業 

 

市 

 

インターネットアクセス網整備事業 市  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画において、該当する施設はありませんが、公共施設等総合

管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図りながら、過疎対策

に必要となる事業を適切に実施します。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

（１）現況と問題点 

１）道路の整備 

本市は、南北方向に国道４号・国道２９４号、東西方向に国道４００号・国道 

４６１号がそれぞれ幹線軸を形成し、さらに市街地から近隣の市町に延びる主要地

方道等によって、良好な交通ネットワークが形成されています。 

湯津上地域は、南北に国道２９４号及び４００号、東西に県道蛭畑須佐木線が整

備され、それらの広域幹線道路を中心とした道路網が形成されています。 

黒羽地域は、南北に国道２９４号、東西に国道４６１号が整備されています。 

これらの主要幹線道路と市内各地を結ぶ道路の整備や都市交通網のアクセス強化

と快適性の向上を図る必要があります。 

さらに、農村部や山間地においては、生活道路の整備が依然立ち遅れているため、

早急な対策が必要です。特に、観光資源の活用や経済流通発展のため、八溝地域に

おける栃木県東部を縦横断する高規格道路の早期実現に向けた取組が必要です。 

橋りょうについては、老朽化した橋りょうの適正な維持管理のため、令和元年度

に策定した長寿命化修繕計画を令和６年度に見直しを行い、橋りょうの点検を継続

して実施しています。 

 

２）農道・林道の整備 

農道は、農産物を安全に効率的に集出荷できる物流体制の充実及び農村地域住民

のくらしの向上のために各種基盤整備とともに整備が進められてきました。しかし、

過去の農業生産基盤整備事業によって整備をした施設の老朽化が進んでおり、その

対応が必要となっています。 

また、森林面積が４割を占める本市では、林産物の搬出や森林整備促進のために

林道整備を進めてきました。民有林内における林道開設距離である林道密度は栃木

県平均６．６m/ha に対して本市は４．９m/ha となっており、効率的な木材搬出や山

林の手入れのためには、今後も林道路網整備について計画的に推進していく必要が

あります。 

 

３）生活交通の確保 

地域公共交通は、通勤・通学・通院・買い物といった「くらしの足」を支えると

ともに、趣味や余暇のための「おでかけの足」を満たし、生活の質を高め、地域住

民の活動や人口交流を活発化させる役割を持っています。 

本市は自家用車の利用が多い一方で、運転免許証を持たない学生や高齢者にとっ

て、公共交通は生活に欠かせない重要な手段となっています。また、観光地や商業

施設へのアクセスも考慮し、バス路線の確保に取り組んでいます。 

現在は、「民間路線バス」が交通拠点を結ぶ幹線ルートを担い、「市営バス」がそ

の幹線から枝分かれする支線ルートを補完することで、市内の移動ニーズに対応し

ています。 
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さらに、大田原地域の一部や過疎地域といった交通不便地域においては、デマン

ド交通を導入しており、通学や学童保育施設の送迎、高齢者の通院や買い物等、地

域住民の多様な移動手段として活用されています。 

今後も、公共交通を持続可能な移動手段として定着させるためには、更なる利用

促進に取り組む必要があります。 

 

（２）その対策 

１）道路の整備 

○過疎地域から主要施設へのアクセス向上のため、幹線道路の整備を促進すると

ともに、八溝地域における栃木県東部を縦横断する高規格道路整備を始めとし

た、国道県道整備の要望活動等を近隣市町と連携して行います。 

○市民が日常利用する生活道路の整備及び維持補修を推進します。 

○道路里親制度の充実や愛ロードとちぎ実施団体との連携により、道路環境美化

活動を推進することで、安全で快適な道路環境の保全に努めます。 

○橋りょうの長寿命化計画に基づき、橋りょうの健全度の点検を実施し計画的な

修繕に努めることで、橋りょうの長寿命化を図ります。 

 

２）農道・林道の整備 

○農道・林道については、農業・林業の生産性の向上、適正な管理及び地域の生活

環境の向上に向けて必要な用地を確保し、計画的な整備を進めます。 

○地域の営農形態や土地利用計画に合わせた圃場整備を推進するとともに、農道

や農業用排水路の整備促進を図ることで、農地・農業用水等の資源の保全と質

的向上に努めます。 

○農業用施設の適切な補修を支援する等施設の長寿命化対策を推進します。 

○地域に健全な森林を提供するとともに、災害発生時等に速やかに対応できるよ

う計画的な林道整備を推進します。 

○路網整備に当たっては、林業機械等の作業ポイントの適切な配置や森林作業道

から搬出された木材をトラック等に積み込むための土場の確保により、林内か

らの木材搬出や大型車両による輸送効率を高め、低コスト林業を促進します。 

 

３）生活交通の確保 

○地域公共交通計画に基づき、市営バスの民間事業者への運行移管等、運行経費

の削減に向けた対策に取り組むことで、市民がより利用しやすく、持続可能な

公共交通体系の構築に努めます。 

○デマンド交通地域の特性に応じた交通モードを検討・設定し、路線バスとデマ

ンド交通のバランスのとれた公共交通体系の構築に努めます。 
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（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

交通施設の整

備、交通手段の

確保 

(1)市町村道 

道 路 
旧東野鉄道線交差点改良工事 市 

 

大豆田品川線改良及び舗装修繕工事 市  

宇田川佐良土線改良工事 市  

狭原石田線改良工事 市  

川田７号線改良工事 市  

須賀川１号線改良工事 市  

南金丸桧木沢線改良工事 市  

羽田黒羽向町線改良工事 市  

旧東野鉄道線改良及び舗装修繕工事 市  

桧木沢鍋掛線舗装修繕工事 市  

堀之内５号線改良工事 市  

鹿畑小船渡線舗装修繕工事 市  

中田原大輪線舗装修繕工事 市  

小種島新宿線改良工事 市  

岩舟台新宿線舗装修繕工事 市  

品川台工業団地線舗装修繕工事 市  

品川台工業団地南線舗装修繕工事 市  

品川台工業団地北線舗装修繕工事 市  

堀之内鉢木線舗装修繕工事 市  

橋りょう 引橋補修工事（北野上５号線） 市  

堂川橋補修工事（黒羽向町１７号線） 市  

松葉大橋補修工事（堀之内鉢木線） 市  

(2)農 道 農道整備事業 市  

(3)林 道 林道維持管理事業 市  

大杉橋補修工事（林道塩畑塩ノ草線） 市  

(6)自動車等 

自動車 

 

市営バス車両購入 

 

市 
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(9)過疎地域持続

的発展特別事業 

公共交通 

 

 

市営バス運行事業 

[事業内容] 

市内事業者に運行業務を委託し、市営

バスとして運行する。 

[事業の必要性] 

バス路線の安定的な運行を確保するた

め。 

[事業効果] 

交通弱者の解消とともに持続可能な生

活基盤の維持に資する。 

 

市 

 

地域公共交通活性化事業 

[事業内容] 

市民の日常生活に必要な公共交通事業

を実施する事業者に対し補助金を交付

する。 

[事業の必要性] 

バス路線の安定的な運行を確保するた

め。 

[事業効果] 

交通弱者の解消とともに持続可能な生

活基盤の維持に資する。 

市 

 

交通施設維持 林道橋りょう点検事業 

[事業内容] 

林道橋りょうの定期点検 

[事業の必要性] 

林道橋りょうの安全確保のため。 

[事業効果] 

従来の事後的な修繕及び架け替えか

ら、予防的な修繕及び計画的な架け替

えへの転換を図ることにより、将来に

わたり安全な通行を確保することがで

きる。 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○道路 

道路は、定期的な点検・診断等を行っていく必要がある一方で、今後の更新にあた

っては多額の費用負担が見込まれるため、交通量や市道の配置状況等も含めた検討が

必要となっています。 
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○橋りょう 

橋りょうは、長寿命化や修繕・架替えに要する費用の縮減を実現するため、小規模

な予防的修繕を計画的に実施し、更新費用の縮減を図った、より効果的な対策を実施

します。 

 

○農道・林道・林道橋りょう 

農道・林道・林道橋りょうは、定期的な点検・診断等を行う必要がある一方、今後

の更新に当たっては多額の費用負担が見込まれるため、整備については必要性を吟味

し、また、既存の農道等についても、利用状況や配置状況等も踏まえ、維持・修繕や

今後の方針を検討していきます。 
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６ 生活環境の整備 

（１）現況と問題点 

１）上下水道の整備 

本市では、平成１７年１０月の市町村合併時に、上水道が２事業、簡易水道が９

事業と計１１事業もの水道事業が混在していたため、これまで複数の水道施設や複

雑な施設系統の再編成と効率化を進めてきました。将来にわたり安全な水を安定供

給できる体制を構築して水道事業の運営を行っており、令和６年度の上水道普及率

は市全体で９５．０％、過疎地域では９１．０％となっています。本市水道事業で

は、水源地・浄水場・配水池・調整池及び増圧場等、数多くの水道施設を保有し、

維持管理していますが、老朽化が進んでいる施設も多くあるため、「大田原市水道事

業ビジョン」に基づき、計画的な施設の更新・修繕を進める必要があります。 

下水道の整備については、特定環境保全公共下水道事業での整備が完了しており

ますが、下水道施設の有効活用のため、更に水洗化率向上を図ることが必要です。

農業集落排水事業については施設整備が完了しており、今後は下水道との統廃合の

時期を考慮し、機能保全対策と適正な維持管理を行い、施設の長寿命化に努めるこ

とが必要です。また、生活排水の処理及び公衆衛生向上の促進を図るため、下水道

事業及び農業集落排水事業以外の区域では、合併処理浄化槽整備の推進が必要です。 

 

２）廃棄物の処理 

本市では、令和７年度に「大田原市一般廃棄物処理基本計画（第三次計画）」を策

定し、循環型社会形成実現のための３Ｒ（Reduce：発生抑制、Reuse：再利用、Recycle：

再生利用）を推進しています。特にごみ減量化と資源化の取組として、まずは２Ｒ

（Reduce：発生抑制、Reuse：再利用）の徹底を図るため、令和１７年度の目標一人

１日当たりのごみ排出量８００g/人・日、ごみ資源化率１４．０%の達成を目指し、

４種１８分別の啓発及び指導を強化する必要があります。 

 

３）消防・防災体制の整備 

平成２３年３月に発生した東日本大震災において、本市は最大震度６強の激震に

みまわれ、一般家屋や家財、ライフライン等に過去に例を見ないほどの被害を受け

ました。また、近年、数十年に一度と言われる大雨が日本の各地で発生するように

なっています。本市においても、令和元年東日本台風（台風第１９号）では、蛇尾

川堤防の決壊や浸水等の被害を受けました。市民一人ひとりの防災意識の高揚に努

めるとともに、国や関係機関と連携を図り、持続可能な防災・危機管理体制を強化

していくことが必要です。 

令和６年度末の自主防災組織数は１６６自治会のうち１３３自治会（大田原地区

８２自治会、湯津上地区６自治会、黒羽地区４５自治会）で組織化されていますが、

今後は市内全自治会での組織化が必要です。また、災害時において地域の方へより

細やかな情報伝達を行うため、令和３年４月から防災行政無線システムの運用を開

始しましたが、高齢者や障害者等避難支援が必要な避難行動要支援者に対しては、
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互助・共助による避難支援体制の整備を図ることが必要です。 

さらに、常備消防の充実を図るとともに、消防団員の確保や消防団の充実を図り、

火災及び災害に備えることが必要です。 

 

４）住宅の整備 

自然環境豊かな中山間地の特性を生かした魅力づくり、そしてそれらの魅力の発

信等の視点をもって住宅、地域づくりが求められています。 

一方で、災害リスクへの対応も重要な課題であり、高齢化等により地域コミュニ

ティ機能の低下が懸念される中、災害ハザードエリアの防災対策や、避難体制の構

築、災害ハザードエリアからの居住誘導等のソフト面の対策と、住宅の耐震性の確

保や浸水対策、避難路・避難場所の整備等のハード面の対策を行い、災害に強い住

まい・居住環境づくりを行っていくことが必要です。 

こうした中、黒羽地域の市営住宅及び市有住宅につきましても、長寿命化計画に

基づき、安全で安心して住むことができるよう計画的な改修整備・維持補修を行っ

ています。引き続き、社会経済状況や将来の需要を勘案し、必要な市営住宅のスト

ックを確保しつつ、民間ストックの活用等も推進し、入居者にとって便利で快適な

ものとなるように供給方法について検討することが必要です。 

また、少子高齢化による地域の人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、空家法

に定義される「空家等」が年々増加しており、黒羽地域の中心部にも多く見られま

す。その中には適切な管理が行われていないものもあることから、防災・衛生・環

境等の面で地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしているため、適切な対応が求めら

れています。 

 

（２）その対策 

１）上下水道の整備 

○上水道施設等の適切な維持管理や耐震化等、災害対策の強化を図りながら、耐

用年数の経過した老朽管や、漏水が頻発する管路の更新を進めるとともに、水

源の確保と保全により安全な水の安定供給に努めます。 

○現状の管路の範囲内で自家用飲用井戸から上水道への切替促進により、普及率

の向上を図ります。 

○すでに整備の完了した下水道施設の有効活用のため、下水道の普及啓発や下水

道接続負担助成の活用により、水洗化を促進します。 

○下水道施設の総合的な地震対策を推進するとともに、下水道施設のストックマ

ネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的な維持管理に努めます。 

○老朽化した農業集落排水施設の適正な維持管理を行うとともに、隣接する公共

下水道への統廃合を推進します。 

 

２）廃棄物の処理 

○循環型社会の確立に向け、「大田原市一般廃棄物処理基本計画（第三次計画）」
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に基づいて継続的かつ効率的にごみの発生を抑制し、減量化を推進するととも

に、資源の再利用の促進を図ります。 

○今後も継続した不法投棄の監視や環境負荷低減の意識啓発、地域ボランティア

による清掃活動等を行い、ごみを捨てにくい環境づくりを推進します。 

○地域が主体となったごみステーションの適正な維持管理を促進し、ごみ収集体

制の効率化や広域的な処理施設の運営を進め、廃棄物の適正処理を推進します。 

 

３）消防・防災体制の整備 

○市民の防災意識の高揚を図り、災害に対する自助・互助・共助を啓発するとと

もに、市内全自治会での自主防災組織の組織化を推進します。 

○情報伝達設備の充実と情報伝達体制の整備を図るとともに、物資や資機材等の

計画的な備蓄に努めます。 

○消防力の充実強化のため、消防団員の確保と教育訓練に努め、消防団の充実・

強化を図るとともに、消防施設や装備の充実を図ります。 

○地域防災計画を適宜見直し、総合的な防災体制の整備に努め、安全で安心して

暮らせるまちづくりを推進します。 

 

４）住宅の整備 

○若年世帯や子育て世帯が安心して暮らし、高齢者が自立して暮らすことができ

る住生活の実現のため、建築指導の推進、住宅の耐震診断や改修の啓発・支援

により、安全で安心な住環境の整備に努めます。 

○市営住宅及び市有住宅については、長期的な維持管理を実現する「市営住宅等

長寿命化計画」に基づく適切な維持管理を推進するとともに、計画的な修繕・

改修等に努めます。 

○「大田原市空家等対策計画」に基づき、管理不全の「空家等」の適正管理を推進

するとともに、空き家等情報バンク制度の活用を推進し、市内に所在する「空

家等」の有効活用の推進を図ります。 
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（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

生活環境の整備 (1)水道施設 

 上水道 

 

片田配水池耐震補強工事 

 

市 
 

須賀川配水池耐震補強工事 市  

桧沢浄水場補修工事 市  

桧沢配水池耐震補強工事 市  

川田配水池補修工事 市  

川西配水場補修工事 市  

桧沢浄水場発電機更新工事 市  

導水・送水管更新工事 市  

テレメーター更新工事 市  

配水管更新工事 市  

(2)下水処理施設 

 公共下水道 

農業集落排水・下水道統合事業 市  

公共下水道ストックマネジメント事業 市  

(5)消防施設 消防防災施設整備事業 市  

(6)公営住宅 市営住宅等長寿命化事業 市  

(7)過疎地域持続

的発展特別事業 

環 境 

 

可燃物・不燃物等収集運搬事業 

[事業内容] 

適正かつ効率的な一般廃棄物収集運搬

の実施 

[事業の必要性] 

ごみの減量化を図るため。 

[事業効果] 

市民から排出される一般廃棄物を的確

かつ合理的に収集・運搬することで、

ごみ処理量の減量化が図られ、地域の

生活環境の改善につながる。 

 

 市 

 

防災・防犯 自主防災組織活動費補助事業 

[事業内容] 

自主防災組織の活動費補助 

[事業の必要性] 

地域防災力の向上を図るため。 

[事業効果] 

地域防災活動を推進することで、地域

住民の防災力の向上につながる。 

市  
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(8)その他 防犯灯更新事業 市  

防犯パトロール事業 市  

湯津上地域防災拠点整備事業 市  

黒羽地域防災拠点整備事業 市  

公衆便所改修事業 市  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○上水道 

水道施設は、適正な維持管理・修繕・更新等を実施し、更新と合わせて施設の耐震

化を進め、災害に強い強靭な施設の構築に努めます。 

 

○消防施設 

消防施設は、市民の安全・安心に不可欠な施設であるため、計画的な点検・改修・

更新を行い、老朽化対策を進めます。 

 

○公営住宅 

公営住宅は、長寿命化計画に基づき安全・安心に住めるよう、市営住宅建築物定期

点検を行い、計画的な改修・整備を行います。 

 

○公衆便所 

公衆便所は、劣化が顕在化している建物を優先的に対応し、一部についてはこれま

での利用状況も踏まえて廃止とします。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

（１）現況と問題点 

１）子育て環境の確保 

少子化・核家族化が進行する中で育ってきた世代が親となり、地域社会のつなが

りが希薄化している現在において、こども家庭センターを中心とした妊娠期から子

育て期にわたる切れ目ない支援や、子育てに関する不安や孤立感を抱えている親に

対する親子交流の場の提供と相談に対する支援体制の充実が求められています。 

子育て世帯への経済的支援の取組として、妊産婦医療費や不妊治療に対する助成

をはじめ、こども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成等による支援を行っていま

す。 

保育環境の整備については、公立保育園の民営化と移設の際の定員増、小規模保

育事業所の整備及び幼稚園の認定こども園への移行による保育基盤の整備を進めて

きました。今後は、少子高齢化や核家族化の進行、共働き世代の増加等による将来

的な保育需要を把握し、適正な供給調整を行うことが必要です。 

また、家族、就労形態の多様化等による留守家庭児童の増加により、こどもたち

が安全で快適に過ごせる放課後の居場所を確保することがますます重要になってい

ます。 

 

２）高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

本市において、高齢者人口は増加傾向で推移しており、令和２７年の推計では、

市全体の高齢化率が４４．８％まで上昇することが見込まれ、特に、過疎地域にお

ける高齢化率は６０．４％と見込まれています。 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活

を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい及び自立した日常生活の支援

が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の深化・推進によって、高齢者へ

の切れ目ない支援が提供できる体制づくりが必要です。 

また、高齢者の社会参加については、多様なライフスタイルやニーズに応じ、介

護予防拠点施設等を活用しながら様々な社会参加の重要性を普及・啓発することが

必要です。 

さらに、高齢者だけでなく、地域に暮らすすべての住民がそれぞれの役割を持っ

て活躍できる「生涯活躍のまち」の取組を「地域共生社会」の実現につなげること

が必要です。 

 

（２）その対策 

１）子育て環境の確保 

○妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を推進し、周産期医療と小児医療

の充実及び児童虐待の発生予防・早期発見に努めます。 

○保育環境や子育て施設の充実を図り、健やかにこどもが育つ子育て環境づくり

を推進します。 
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○子育て家庭の支援、保育サービス事業の充実、放課後児童の安全・安心な居場

所の確保に努めるとともに、ワーク・ライフ・バランスの啓発等、子育てと仕事

の両立支援に努めます。 

 

２）高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

〇大田原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護サービスのニーズ

を適切に把握し、日常生活圏域ごとの地域の実情に合った介護サービスを提供

できる基盤整備を計画的に実施します。 

○心豊かな健康長寿社会の実現のため、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生

きがいと誇りを持ち、自立した生活を送ることができるよう、地域において高

齢者を支えあう体制づくりを推進するとともに、安心生活見守り事業における

見守り組織の活動を支援します。 

○就業機会の拡大や社会活動への参加等を促進し、高齢者の社会参加を支援する

とともに、高齢者の健康寿命を延ばすための支援を推進します。 

○介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療、

介護、予防、住まい及び生活支援が確保される「地域包括ケアシステム」の構築

に努めます。 

○高齢になっても元気で生き生きと生活できる「生涯活躍のまちづくり」を推進

することで、共に支え合う地域づくりの醸成を図ります。 

○障害者に対する正しい理解と認識を深め、安心して暮らせる環境づくりに努め

るとともに、障害に配慮した情報の提供と相談体制の仕組みを整えます。 
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（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

子育て環境の確

保、高齢者等の

保健及び福祉の

向上及び増進 

(2)認定こども園  

黒羽幼稚園改修事業 

 

市 

 

(3)高齢者福祉施

設 

その他 

 

 

ほほえみセンター改修事業 

 

市 

 

(8)過疎地域持続

的発展特別事業 

児童福祉 

 

 

 

 

放課後児童クラブ運営事業 

[事業内容] 

公設民営学童保育館に対し委託事業と

しての委託料を、民設民営学童保育館

に対しては運営費補助を行う。 

[事業の必要性] 

児童の放課後における安全面を確保す

るため。 

[事業効果] 

放課後児童の健全な育成を図るととも

に、保護者の負担軽減につながる。 

 

市 

 

 

 

学童保育移送バス運行事業 

[事業内容] 

小学校から学童保育館までの送迎バス

を運行する。 

[事業の必要性] 

児童の放課後における安全面を確保す

るため。 

[事業効果] 

放課後児童の安全を確保するととも

に、保護者の負担軽減につながる。 

市 

 

高齢者・障害者

福祉 

 

安心生活見守り事業 

[事業内容] 

日常的な家族の支援を受けることがで

きないひとり暮らし等の高齢者及び障

害者に対し、見守りや生活支援活動を

行う。 

[事業の必要性] 

「誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らせる社会」の実現のため。 

[事業効果] 

高齢者や障害者が、住み慣れた地域で

安心した生活を安定的・継続的に送る

ことができる社会の実現につながる。 

市 
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外出支援事業 

[事業内容] 

一般の交通機関を利用することが困難

な高齢者等に対し、移送用車両により

自宅から医療機関等までの交通の便を

確保する。 

[事業の必要性] 

要援護高齢者等の保健・福祉の向上を

図るため。 

[事業効果] 

在宅の高齢者等に対し、通院等に必要

な交通の便を確保することにより、自

立した生活の継続を可能にし、福祉の

向上を図ることができる。 

市 

 

 

緊急通報装置貸与事業 

[事業内容] 

ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急時

の連絡用として緊急通報装置を貸与す 

る。 

[事業の必要性] 

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切

な対応を図るため。 

[事業効果] 

ひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯が

安心した生活を送れるようになるとと

もに、福祉の増進が図られる。 

市 

 

 

 

敬老祝金支給事業 

[事業内容] 

本市に居住する高齢者に対して敬老祝

金を贈る。 

[事業の必要性] 

福祉の増進を図るため。 

[事業効果] 

長寿を祝福し、敬老の意を表すること

で福祉の増進が図られる。 

市  

その他 子宝祝金支給事業 

[事業内容] 

養育する児童のうち第３子以降の児童

一人につき５万円を支給する。 

[事業の必要性] 

家庭における生活の安定に寄与するた

め。 

[事業効果] 

次代を担う出生児を祝福し、そのすこ

やかな成長を支援することにより、児

童福祉の向上が図られる。 

市  
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○保育園 

保育園は、利用者の安全確保を重視し、改修に当たっては地域の拠点施設としての

役割を考慮した上で、今後の人口動態や幼少人口を見据え、周辺の公共施設との連携

も検討し、施設の改善を図ります。 

 

○高齢福祉施設 

高齢福祉施設は、定期的な修繕を実施し、今後の建替え等については、利用者の推

移等も踏まえ、民間活用や近隣施設との複合化等、多角的に検討します。 
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８ 医療の確保  

（１）現況と問題点 

市内には７９の医療機関（病院４、診療所５３、歯科診療所２２）があります。

また、祝日と日曜の突発的なけがや病気に対応するため、那須郡市医師会大田原地

区医師会の協力のもと、休日在宅当番医により、初期救急の医療体制を確保してい

ます。 

過疎地域には１１の医療機関（診療所７、歯科診療所４）がありますが、中山間

地域においては、無医地区及び無医地区に準ずる地区が４地区あり、地域住民は身

近で医療サービスを受けにくい状況となっています。医療供給体制の充実を図り、

安心で良質な医療サービスを確保するためには、地域の診療所や病院、医師会等と

の連携・支援が必要です。 

 

（２）その対策 

○市民が身近なところで安心して良質な医療サービスが受けられるよう、地域医療

の充実に努めます。 

○地域の診療所や病院、医師会等との連携体制の充実を図るとともに、近隣市町と

の連携により、広域的な救急体制の充実に努めます。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

医療の確保 (3)過疎地域持続

的発展特別事業 

その他 

 

 

休日在宅当番医補助金 

[事業内容] 

休日等の昼間に診療を行う当番医に交

付する補助金 

[事業の必要性] 

地域医療体制の充実を図るため。 

[事業効果] 

地域の救急医療体制を確保すること

で、市民が安心して暮らせる社会の実

現につながる。 

 

 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画において、該当する施設はありませんが、公共施設等総合

管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図りながら、過疎対策

に必要となる事業を適切に実施します。 
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９ 教育の振興 

（１）現況と問題点 

１）学校教育 

ＩＣＴ（情報通信技術）の急速な進展やグローバル化、価値観の多様化等、社会

のめまぐるしい変化は、こどもたちを取り巻く環境にも大きな影響をもたらしてい

ます。また家族のあり方の変化、地域とのつながりの希薄化から、従来、生活の中

で身についていた力が十分には醸成されにくい状況を生み出しています。このため、

学校教育では、家庭や地域と連携した取組を意図的・計画的に位置づけるとともに、

文部科学省が提唱するＧＩＧＡスクール構想により整備した学習用情報端末を活用

しながら、確かな学力、高い規範意識、健やかな心と体の育成を柱とした、生きる

力の育成に取り組むことが、一層重要となっています。 

また、家族のあり方の変化や地域とのつながりの希薄化等を背景に、幼児とその

家庭を取り巻く環境も大きく変化しています。そのような中で、本市では幼児期の

教育から義務教育へのスムーズな移行が図れるよう、幼稚園・保育園等と小学校の

連携を図るための幼保小連絡協議会を設置し、各種事業に取り組んでいます。 

学校施設については、長寿命化を図るため、老朽化した施設・設備の計画的改修

を行うことが必要です。 

なお、少子化の進行による学校の小規模化に伴い、児童生徒が集団の中で多様な

意見に触れ切磋琢磨しながら学んだり、社会性を高めたりすることが難しくなる等

の課題が生じており、学校の再編整備による一定規模の児童生徒数の確保に取り組

むことが重要となっています。 

 

２）生涯学習・スポーツ振興 

すべての市民が生涯にわたって生き生きと充実した生活を送り、活躍するために

は、市民のライフステージに応じた学習機会と多様な学習の場の充実を図ることが

必要です。 

また、生涯学習によるまちづくり活動への支援に加え、学びたい人と学びの成果

を生かしたい人をコーディネートする体制づくりや、コーディネーターの育成・活

用を図る等、学んだ成果を生かし地域社会とつながる体制づくりにより、生涯にわ

たり活躍できる社会の実現を目指した取組を進めることが必要です。 

さらに、本市の将来を担う青少年の健全育成について、家庭・学校・職場・地域

が一体となり連携・協力して取り組み、青少年が社会に適応できる力を育むととも

に、未来に希望の持てる社会環境を整えることが必要です。 

スポーツ振興については、市民の健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりの一

環として、市民一人１スポーツを推進し、スポーツ教室の開催や施設の充実により、

スポーツの習慣化を目指しています。 
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（２）その対策 

１）学校教育 

○少子高齢化やグローバル化等、変化の著しい現代社会において、社会に適応でき

る生きる力を一人ひとりが身につけられるよう、確かな学力、高い規範意識、健

やかな心と体の育成を柱とする、小中一貫した学校教育を推進します。 

○児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、学習の効果を高めるため、ＩＣＴ

（情報通信技術）を効果的に活用した教育を推進します。 

○不登校やいじめ、発達障害等について、児童生徒への指導体制の充実を図り、き

め細かな支援に努めます。 

○教育内容の多様化に対応した学習環境の整備を進めるとともに、既存施設の適切

な維持管理及び老朽施設等の計画的改修を進めることで、施設の安全性の確保を

図り、長寿命化を進めます。 

○コミュニティ・スクールを基盤とした、地域と一体となり児童生徒を育む「地域

とともにある学校づくり」を一層推進していきます。 

○小中学校の再編整備は、可能な限り保護者や地域住民の意向を反映できるように

考慮し、将来に向けて望ましい教育環境の構築を図ることを目的として、推進し

ていきます。 

 

２）生涯学習・スポーツ振興 

○市民一人ひとりが、多様な個性と能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り

拓いていける生涯学習社会の形成を推進するとともに、だれもが生きがいを持

ち、学んだ成果を地域社会に還元、貢献できる喜びと自己有用感を実感できる

人づくり・地域づくりを推進します。 

○若い力を育て、若者が未来に希望の持てる社会づくりを目指した地域活動を市

民とともに推進します。 

〇誰もが積極的にスポーツ活動に参加できるよう、スポーツ教室の開催や体育施

設の適正な整備・管理を進め、市民一人 1スポーツの推進に努めます。 

〇体育施設については、市全体における適正配置、地域におけるニーズ等を踏ま

え、既存施設の改修及び統合等により、効率的な活用を図ります。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

教育の振興 (1)学校教育関連

施設 

校 舎 

 

小学校照明ＬＥＤ化事業 

 

 市 

 

小中学校改修事業 市  

小中学校設備改修事業 市  
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小中学校機器更新事業 市  

小中学校維持補修事業 市  

小中学校トイレ改修事業 市  

小中学校空調設備設置事業 市  

屋内運動場 小学校照明ＬＥＤ化事業 市  

小中学校改修事業 市  

小中学校設備改修事業 市  

小中学校機器更新事業 市  

小中学校維持補修事業 市  

小中学校トイレ改修事業 市  

小中学校空調設備設置事業 市  

屋外運動場 小学校照明ＬＥＤ化事業 市  

小中学校改修事業 市  

小中学校設備改修事業 市  

小中学校機器更新事業 市  

小中学校維持補修事業 市  

小中学校トイレ改修事業 市  

小中学校校庭夜間照明機器更新事業 市  

水泳プール 小学校照明ＬＥＤ化事業 市  

小中学校改修事業 市  

小中学校設備改修事業 市  

小中学校機器更新事業 市  

小中学校維持補修事業 市  

 給食施設 学校給食センター改修事業 市  

学校給食センター機器更新事業 市  

中学校改修事業 市  

中学校設備改修事業 市  

中学校機器更新事業 市  

中学校維持補修事業 市  

中学校空調設備設置事業 市  

(3)集会施設、体育

施設等 

公民館 

 

湯津上地区公民館施設改修工事 

 

 市 

 

集会施設 佐良土多目的交流センター施設改修事

業 

市 
 

体育施設 黒羽運動公園整備事業 市  

川上健康増進センター照明ＬＥＤ化事 市  
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業 

(4)過疎地域持続

的発展特別事業 

義務教育 

 

スクールバス運行事業 

[事業内容] 

小中学校における地域の需要に応じた

通学バスの運行 

[事業の必要性] 

遠距離通学となる児童・生徒の通学時

の負担軽減と安全確保のため。 

[事業効果] 

児童福祉の向上、保護者に対する子育

て支援の総合的な提供の推進が図られ

る。 

 

市 

 

生涯学習・スポ

ーツ 

地区生涯学習推進協議会補助金 

[事業内容] 

地区生涯学習推進協議会の活動を支援

するために交付する補助金 

[事業の必要性] 

生涯学習の振興を図るため。 

[事業効果] 

生涯学習を広く一般に啓発し、地域住 

民の生涯学習に対する意識を高めると

ともに、学習活動への参加を促進する 

ことで、生涯学習の振興が図られる。 

市 

 

屋内温水プール管理事業 

[事業内容] 

施設の管理運営を指定管理者に委託す

る。 

[事業の必要性] 

スポーツの振興を図るため。 

[事業効果] 

利用者の利便性及び満足度の向上を図

ることにより、交流人口及び関係人口

の増加及びスポーツの振興につなが

る。 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○学校（小学校・中学校） 

学校は、児童生徒が日常的に使用する施設であるため、安全確保を第一に、経過年

数により特に劣化が進んでいる施設を優先的に改修していきます。 
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また、小学校・中学校の建替えを行う際には、省エネや多様な情報通信技術に対応

した次世代型の校舎の検討や周辺施設の機能の複合化の検討も併せて行います。 

 

○スポーツ施設 

スポーツ施設は、安全確保を第一に、耐震補強や経過年数により特に劣化が進んで

いる施設を優先的に改修し、近隣施設の老朽化に応じて複合化等も検討します。 

 

○その他教育施設（給食センター・学校開放用屋外トイレ） 

学校給食センターや学校開放用屋外トイレは、不具合が顕在化した際には早急に対

応し、可能な限り長期間使用できるように長寿命化を図ります。 

 

○集会施設（地区公民館・コミュニティセンター） 

地区公民館やコミュニティセンターは、今後も継続的に維持管理・修繕を行い長寿

命化を図りながら、経過年数以上に劣化が進んでいる建物は優先的に対応し、将来的

に建替えが必要な時期となった場合は、利用者や立地の状況、近隣施設との複合化も

視野に入れます。 
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１０ 集落の整備 

（１）現況と問題点 

地域のコミュニティ活動は、自治会を中心として防災・防犯をはじめ環境保全等、

住民生活に直結する地域の課題解決に取り組んでいますが、ライフスタイルや家族構

成の多様化に伴い、自治会の加入率は減少傾向をたどっています。特に高齢者の比率

が高い中山間部等の地域においては、自治会の運営や互助活動を高齢者に頼らざるを

得ない状況にあります。 

少子高齢化の時代にあっては、「住民同士の支え合い」がより重要となっています。

親睦と交流を通じて連帯感を深め、地域に共通する課題を地域全体で解決し、安全安

心に暮らせる地域社会を築くことが必要です。 

近年、地縁的によるつながりだけでなく、地域の垣根を超えて同じ課題・目的を持

った新しい形態のコミュ二ティ活動も芽生え始めています。今後はこれらの団体活動

を注視するとともに、従来のコミュニティの中から活動の中核を担う人材の育成を支

援し、各団体間の連携を図り、地域活動を活性化することが求められています。 

 

（２）その対策 

○市民が地域の中で安心して暮らせるよう、自治会やコミュニティ組織の運営及び

連携を支援します。 

○市民が自ら行う地域活動を支援するとともに、中山間地域等における集落機能の

補完や活力あるコミュニティの再生に向けた取組を推進します。 

〇過疎地域における集落の維持に必要な拠点として、既存の公共施設等を活用し、

地域住民の活動の場の確保に努めます。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

集落の整備 (2)過疎地域持続

的発展特別事業 

集落整備 

 

 

自治公民館建設費等補助金 

[事業内容] 

自治公民館の新築、増改築又は空調設

備の設置に要する工事費及び用地取得

費に対して交付する補助金 

[事業の必要性] 

コミュニティ活動の促進のため。 

[事業効果] 

自治公民館の整備を支援することによ

り、コミュニティ活動が促進され、活

力あるコミュニティの形成と住民福祉

の向上が図られる。 

 

 

市 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画において、該当する施設はありませんが、公共施設等総合

管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図りながら、過疎対策

に必要となる事業を適切に実施します。 
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１１ 地域文化の振興等 

（１）現況と問題点 

本市には、長期にわたり開催してきた、市の特性を生かした特色ある文化・芸術に

関する事業やイベントがいくつもあります。それらの事業が、市民にとってより親し

みやすく、より参加しやすくなるよう、市民ニーズを把握するとともに、財源や人材

の確保等の課題に対応するため、事業の継続や内容の見直しを検討していく必要があ

ります。 

また、市内には、公共ホールとして那須野が原ハーモニーホール、ピアートホール

があり、文化芸術活動の拠点となっており、文化財等の保存公開施設として那須与一

伝承館、黒羽芭蕉の館、なす風土記の丘湯津上資料館等、さらに、文化芸術の研究及

び市民と作家との交流拠点として芸術文化研究所があります。これらの施設はそれぞ

れの特性を生かして、本市の文化芸術活動を支える役割を果たし、市民が文化や芸術

に触れる機会を創出しています。今後、各種事業を効率的に進めていくために、各文

化施設が相互に連携する体制づくりが必要です。 

過疎地域には、国宝の「那須国造碑」をはじめ貴重な有形・無形文化財が数多く存

在し、特に無形文化財については、少子高齢化、過疎化の進行に伴い後継者や担い手

が減少し、それらが滅失あるいは散逸するおそれがあります。指定・未指定にかかわ

らず文化財の価値を認識して、適切に保存・管理し、計画的に整備するとともに、観

光資源として活用する等、地域活性化やまちづくりにつながるよう効果的に活用して

いくことが求められています。 

 

（２）その対策 

○文化関係施設の計画的な改修に努めるとともに、地域の特色ある歴史・文化・芸

術にふれる機会を拡充して、市民の誇り尊ぶ意識を高め、次代に継承していく体

制づくりに努めます。 

○文化財の把握や調査・研究を計画的に行い、その価値を再認識し、保存・管理や

修理を適切に進めるとともに、関係機関・団体等と連携しながら文化財を活用し

たまちづくりや観光資源としての活用を推進します。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

地域文化の振興 

等 

(1)地域文化振興

施設等 

 地域文化振興施 

設  

 

 

黒羽芭蕉の館 展示室照明ＬＥＤ化事

業 

 

 

市 
 

ピアートホール改修事業 市  

芸術文化研究所改修事業 市  
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なす風土記の丘湯津上資料館改修事業 市  

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

地域文化振興 

 

 

東山道駅路所在確認調査事業 

[事業内容] 

大田原市湯津上地区を通り抜けていた

古代の道路「東山道駅路」や「磐上駅

家」の所在を明らかにするための発掘

調査を行う。 

[事業の必要性] 

東山道駅路の所在を確認し、保存する

ため。 

[事業効果] 

地域文化の継承と地域の活性化につな

がる。 

 

 

市 

 

黒羽太鼓保存会運営費補助金 

[事業内容] 

黒羽太鼓保存会に交付する補助金 

[事業の必要性] 

団体の文化振興活動を支援するため。 

[事業効果] 

文化・芸術に対する意識の高揚につな

がる。 

市 

 

黒羽芭蕉の里全国俳句大会実行委員会

運営費補助金 

[事業内容] 

実行委員会に交付する補助金 

[事業の必要性] 

文化振興活動を支援するため。 

[事業効果] 

文化・芸術に対する意識の高揚につな

がる。 

市 

 

古民具等資料活用イベント開催事業 

[事業内容] 

古民具を使用した米作りに関する体験

イベントの開催 

[事業の必要性] 

古民具等の文化財の活用をとおし、市

民の地域の歴史文化への関心を深める

ため。 

[事業効果] 

地域の歴史文化に対する意識の高揚に

つながる。 

 

 

旧佐良土小学校民具等体験教室整備事

業 

[事業内容] 

旧佐良土小学校において、民具をとお
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した交流を行うため環境整備を行う。 

[事業の必要性] 

古民具等の文化財の活用をとおし、市

民の地域の歴史文化への関心を深める

事業に使用する民具等の文化財の保存

環境の向上を図る。 

[事業効果] 

古民具等の文化財の保存及び活用に係

る環境の向上につながる。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○博物館等（歴史博物館・郷土資料館） 

歴史博物館・郷土資料館は、点検・診断等を行い、安全確保にも努め、既存の資料

館等の展示施設については、リニューアルによる展示機能の向上を図るとともに、収

蔵施設の拡充を図ります。 

 

○文化施設（ホール・文化系施設） 

文化施設は、管理コストの縮減も図りながら、定期的に点検・診断等を行い、安全

確保のために維持管理・修繕・更新を含む老朽化対策を実施します。 
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

（１）現況と問題点 

近年、私たちの活動によって排出される二酸化炭素等の温室効果ガスが地球温暖化

を引き起こす要因の一つとなっており、その影響が深刻化しています。本市において

も、平均気温の上昇が続いており、夏場には最高気温が３５℃を超える猛暑日が増加

しています。 

こうした状況に対応するためには、温室効果ガスの排出量と吸収量・除去量を均衡

させ、実質的な排出をゼロとする「カーボンニュートラル」の実現が不可欠となり、

国においても、２０５０年までにカーボンニュートラルを達成するという目標が掲げ

られています。 

特に、過疎地域においては、八溝山系の森林資源や那珂川流域の水資源等が豊かな

地域であるため、バイオマス発電をはじめとした再生可能エネルギーの導入に向けた

検討を進める必要があります。 

 

（２）その対策 

〇これまでは、化石燃料等の地下資源に過度に依存してきましたが、カーボンニュー

トラルの実現に向けては、再生可能エネルギーの導入が有効な手段の一つであるた

め、導入を推進します。 

○再生可能エネルギーの代表的なものである太陽光発電設備については、国のガイ 

ドライン及び大田原市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和に

関する条例等の法令等を遵守し、適正な設置を推進します。 

○持続可能な地域社会を実現するため、八溝山周辺の森林等の地域資源を活用したバ

イオマス発電等の再生可能エネルギー導入について検証を進めます。 

○バイオマスの熱利用に注目し、農林業との連携による産業の活性化を図ります。ま

た、地域の特性に適した様々なバイオマス活用の普及促進を図り、エネルギーの地

産地消を推進します。 

○クリーンエネルギー自動車等の普及促進を図ります。 

 

（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

再生可能エネル

ギーの利用の推

進 

(1)再生可能エネ

ルギー利用施設 

 

バイオマス集積基地整備事業 市  
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(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

再生可能エネル 

ギー利用 

 

 

クリーンエネルギー自動車導入促進補

助金 

[事業内容] 

クリーンエネルギー自動車を導入する

市民に対して、導入費の一部を補助す

る。 

[事業の必要性] 

新エネルギーの普及促進を図るため。 

[事業効果] 

地球温暖化防止の推進及び大気汚染の

改善を図るとともに、災害時の非常用

電源としての活用に資する。 

 

 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 

 

【公共施設等総合管理計画要旨】 

○緑資源リサイクル施設 

緑資源リサイクル施設は、比較的新しい施設であるため、基本的に現状維持としま

すが、定期的に点検・診断等を行い、安全確保にも努め、必要に応じて改修または施

設機能の拡充を検討します。 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

（１）現況と問題点 

１）庁舎 

地方分権社会に的確に対応し、より高度な行政サービスを提供するため、平成１７

年１０月１日に大田原市が旧湯津上村、旧黒羽町を編入合併し、新生「大田原市」が

誕生しました。 

過疎地域である旧湯津上村、旧黒羽町に建設された庁舎の施設は、老朽化が進行し

ています。そのため、施設の機能を維持し、今後も継続して活用していくためには、

適切な維持管理・修繕が必要となってきます。また、これらの施設は災害時の指定緊

急避難場所としての役割も担っており、地域住民の生命と安全を守る上で重要な施設

となっています。有事の際に、安全・安心な避難環境を提供するため、危機管理の観

点からも早急な対応が必要です。 

 

２）地域づくり 

過疎化・高齢化が進む地域では、住民の連帯感や地域社会への関心が希薄化しつつ

あります。住みよい地域や豊かさを感じられる地域社会は、そこに住む人々がお互い

を尊重し合い、助け合いや心の触れ合う地域社会の形成によって成り立ちます。今後

は、地域社会の活性化が大きな課題となっています。 

   

（２）その対策 

  １）庁舎 

   ○災害時の指定緊急避難場所となる庁舎については、定期的に維持管理・修繕を行

い、防災拠点として活用できるよう整備を進めます。 

 

  ２）地域づくり 

○自主的な地域活性化の活動やイベントの開催等、地域が主体となって行う様々な

取組をきめ細やかに支援し、地域活性化を促進します。 
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（３）計画 

■事業計画（令和８年度～１２年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

その他地域の持

続的発展に関し

必要な事項 

(1)庁舎  

庁舎改修事業 

市 
 

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

地域づくり 

 

 

 

 

地域のまつり 

[事業内容] 

・湯津上地区天狗王国まつり 

・くろばね紫陽花まつり 

・くろばね夏まつり 

・くろばね秋まつり 

[事業の必要性] 

地域の活性化を図るため。 

[事業効果] 

地域のイベントを支援し、地域内住民

の交流の場を提供することにより地域

の活性化が図られる。 

 

 

 

実行 

委員会 

 

那珂川レディース鮎釣り大会 

[事業内容] 

実行委員会に補助金を交付する。 

[事業の必要性] 

地域の活性化を図るため。 

[事業効果] 

地域のイベントを支援し、地域内住民

の交流の場を提供することにより地域

の活性化が図られる。 

実行 

委員会 

 

芭蕉の里くろばねマラソン大会 

[事業内容] 

実行委員会に補助金を交付する。 

[事業の必要性] 

地域の活性化を図るため。 

[事業効果] 

地域のイベントを支援し、地域内住民

の交流の場を提供することにより地域

の活性化が図られる。 

実行 

委員会 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

公共施設等総合管理計画の基本的な方針に基づき、個別施設計画とも整合性を図り

ながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施します。 
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【公共施設等総合管理計画要旨】 

○庁舎 

庁舎は、老朽化が見られるため、今後も定期的に維持管理・修繕を行い、防災拠点

として活用する。 
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事業計画（令和８年度～１２年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考（事業効果が将来に及ぶ説明等） 

１ 移住・定住・地域間

交流の促進、人材育成 

移住・定住 空き家対策事業 

 

市 市内に所在する空き家を有効活用することで、都市の住民との地域間

交流につながる。 

移住支援事業 

  

市 移住・定住の促進及び中小企業等における人材不足の解消につなが

る。 

結婚支援事業 

 

市 未婚化及び晩婚化に歯止めをかけることにより、人口増加や地域活性

化が図られる。 

人材育成 地域おこし協力隊事業 

 

市 都市住民等の外部人材を地域社会の新たな担い手として受け入れる

ことで、地域の活性化につながる。 

２ 産業の振興 

 

第１次産業 県単独農業農村整備事業費補

助金 

市 農村環境、農業用施設管理、地域資源保全に係る整備等を支援するこ

とで、農業農村の活性化が図られる。 

園芸拡大支援事業費補助金 

 

市 新たな産地づくりに向けた取組を支援することにより、過疎地域の園

芸作物の生産拡大につながる。 

中山間密着作物振興事業費補

助金 
市 地域農業資源を有効に生かし、生産・加工・販売を行うことで、地域

活性化が図られるとともに、農地の有効活用による耕作放棄の防止に

つながる。 

畜産担い手育成総合整備事業

費補助金 

市 飼料基盤の造成・整備、農業用施設整備等を行うことにより、畜産主

産地の形成が図られる。 

中山間地域等直接支払交付金 

 

市 農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため

の支援を行うことにより、地域の農業生産の維持・発展や地域活性化

が図られる。 
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持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考（事業効果が将来に及ぶ説明等） 

 

 

環境保全型農業直接支援対策

事業 
市 環境保全を重視した農業生産への転換を促進することにより、地球温

暖化防止や生物多様性保全につながる。 

多面的機能支払交付金 

  

市 農業・農村の有する多面的機能の維持・増進により、農地・農業用水

等の資源や農村環境の保全と質的向上につながる。 

森林山村多面的機能発揮対策

事業 

市 里山林景観を維持・保全するための活動を支援することにより、森林

の有する多面的機能の発揮につながる。 

有害鳥獣被害対策事業 

 

市 有害鳥獣捕獲や農地への防護柵設置により、農作物被害の減少につな

がる。 

農業経営継承・発展支援事業

費補助金 

市 地域農業の担い手から経営を継承した後継者による経営発展に向け

た取組を支援することにより、担い手の確保及び農業経営の発展につ

ながる。 

新規就農支援事業 

 
市 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営

確立を支援することにより、新規就農者の早期の自立と経営発展につ

ながる。 

湯津上土地改良区補助金 

 

市 補助金を交付することで土地改良区の円滑な運営が図られ、農地や農

道の整備、農業用水利施設の維持管理等が適切に実施される。 

黒羽土地改良区補助金 市 同上 

商工業・６次産

業化 

 

 

 

湯津上商工会補助金 

 

市 商工会の円滑な運営を図ることで、商工業の振興及び活性化につなが

る。 

黒羽商工会補助金 市 同上 
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持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考（事業効果が将来に及ぶ説明等） 

 

 
起業再出発支援事業補助金 市 

 

新たな店舗の出店により、商業の活性化及び地域の振興につながる。 

観光 ポッポ農園管理事業 

  

市 利用者の利便性及び満足度の向上を図ることにより、交流人口及び関

係人口の増加につながる。 

 

企業誘致 大田原市企業誘致条例に基づ

く奨励金 

市 市内への新たな企業の立地により、産業の振興が図られる。 

その他 地籍調査事業 

 

市 地図が明確になることにより、土地に関するトラブルを未然に防止す

るとともに、他事業の円滑化、災害復旧の迅速化等、将来にわたって

市民が安心して暮らすことができる環境が整備される。 

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

 

 

 

 

 

 

公共交通 市営バス運行事業  

 

市 バス路線の安定的な運行を確保することにより、交通弱者の解消とと

もに持続可能な生活基盤の維持に資する。 

地域公共交通活性化事業 市 同上 

交通施設維持 林道橋りょう点検事業 

  

市 従来の事後的な修繕及び架け替えから、予防的な修繕及び計画的な架

け替えへの転換を図ることにより、将来にわたり安全な通行を確保す

ることができる。 

５ 生活環境の整備 

 

 

 

 

環境 可燃物・不燃物等収集運搬事

業 

市 市民から排出される一般廃棄物を的確かつ合理的に収集・運搬するこ

とで、ごみ処理量の減量化が図られ、地域の生活環境の改善につなが

る。 

防災・防犯 自主防災組織活動費補助事業 

 

市 

 

自主防災組織の活動を推進することで、地域住民の防災力の向上につ

ながる。 
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持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考（事業効果が将来に及ぶ説明等） 

６ 子育て環境の確

保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増

進 

 

児童福祉 放課後児童クラブ運営事業 

 

市 児童の放課後における安全面を確保することにより、放課後児童の健

全な育成を図るとともに保護者の負担軽減につながる。 

学童保育移送バス運行事業 市 同上 

高齢者・障害者

福祉 

安心生活見守り事業 市 高齢者及び障害者が、住み慣れた地域で安心した生活を安定的・継続

的に送ることができる社会の実現につながる。 

外出支援事業 

  

市 在宅の高齢者等に対し、通院等に必要な交通の便を確保することによ

り、自立した生活の継続を可能にし、福祉の向上を図ることができる。 

緊急通報装置貸与事業 

 

市 ひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯が安心した生活を送れるように

なるとともに、福祉の増進が図られる。 

敬老祝金支給事業 

 

市 長寿を祝福し、敬老の意を表することで福祉の増進が図られる。 

その他 

 

子宝祝金支給事業 

 

市 次代を担う出生児を祝福し、そのすこやかな成長を支援することによ

り、児童福祉の向上が図られる。 

７ 医療の確保 

 

その他 休日在宅当番医補助金 

 

市 地域の救急医療体制を確保することで、市民が安心して暮らせる社会

の実現につながる。 

８ 教育の振興 

 

義務教育 

 

スクールバス運行事業 

 

市 

 

児童福祉の向上、保護者に対する子育て支援の総合的な提供の推進が

図られる。 

 

生涯学習・スポ

ーツ 

地区生涯学習推進協議会補助

金 

市 生涯学習を広く一般に啓発し、地域住民の生涯学習に対する意識を

高めるとともに、学習活動への参加を促進することで、生涯学習の

振興が図られる。 
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持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考（事業効果が将来に及ぶ説明等） 

 
 屋内温水プール管理事業 市 利用者の利便性及び満足度の向上を図ることにより、交流人口及び

関係人口の増加及びスポーツの振興につながる。 

 

９ 集落の整備 集落整備 自治公民館建設費等補助金 

  

市 自治公民館の整備を支援することにより、コミュニティ活動が促進さ

れ、活力あるコミュニティの形成と住民福祉の向上が図られる。 

１０ 地域文化の振興

等 

地域文化振興 東山道駅路所在確認調査事業 

 

市 「東山道駅路」やその附属施設である「磐上駅家」の所在を明らかに

し、それらを保存していくことにより、地域文化の継承と地域の活性

化につながる。 

黒羽太鼓保存会運営費補助金 

 

市 

 

文化振興活動を支援することにより、文化・芸術に対する意識の高揚

につながる。 

 

黒羽芭蕉の里全国俳句大会実

行委員会運営費補助金 

市 

 

同上 

 

 

古民具等資料活用イベント開

催事業 

 

市 地域の歴史文化に対する意識の高揚につながる。 

 

旧佐良土小学校民具等体験教

室整備事業 

 

市 古民具等の文化財の保存及び活用に係る環境の向上につながる。 

１１ 再生可能エネル

ギーの利用の推進 

 

再生可能エネル

ギー利用 

 

クリーンエネルギー自動車導

入促進補助金 

 

市 

 

 

地球温暖化防止の推進及び大気汚染の改善を図るとともに、災害時の

非常用電源としての活用に資する。 
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持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考（事業効果が将来に及ぶ説明等） 

１２ その他地域の持

続的発展に関し必要

な事項 

地域づくり 地域のまつり 

・湯津上地区天狗王国まつり 

・くろばね紫陽花まつり 

・くろばね夏まつり 

・くろばね秋まつり 

実行 

委員会 

地域のイベントを支援し、地域内住民の交流の場を提供することによ

り地域の活性化が図られる。 

那珂川レディース鮎釣り大会 

  

実行 

委員会 

同上 

芭蕉の里くろばねマラソン大

会  

実行 

委員会 

同上 

 

 

 


